


高 齢 者 福 祉（長寿支援課・生活福祉課） 
  

 令和３年４月１日現在の高齢化率等（山形市 30.0％、市老年人口72,564人） 

 

１ 介護予防・日常生活支援総合事業 

団塊の世代が75歳以上となる2025年（令和７年）に向け、一人暮らし高齢者、高齢者夫婦のみ世帯、認知症高齢者が増加

していくことが予想される。高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けられるよう、地域全体で支え合い、介護予防を進めてい

くことが大切である。このことから2015年の介護保険法の改正により、「介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事

業」という。）」が創設され、山形市では平成28年３月から実施し、住み慣れた地域で支え合う体制づくりを進めている。 

総合事業は「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」で構成されている。 

⑴ 介護予防・生活支援サービス事業 

  対象者：①要支援１・２と認定されている方 

      ②基本チェックリストに基づく判定の結果、生活機能の低下がみられた方（事業対象者） 

  〇訪問型サービス                       （令和２年度実績） 

 

 

 

 

 

〇通所型サービス                       （令和２年度実績） 

事業名 実人数 延人数 

通所型サービス（従前相当サービス） 13,479 
88,252 

通所型サービスＡ 2,327 

通所型サービスＣ（山形市元気あっぷ教室） 1,250 4,191 

〇地域支え合いボランティア活動支援事業 

住民主体の多様な生活支援が地域で展開されるよう、介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防・生活支援サ

ービスＢとして、高齢者への買い物・掃除・ごみ出し・雪かき等の生活支援や交流の居場所づくりを行うＮＰＯ、ボラン

ティア団体に対し、活動の立ち上げや運営に要する経費の補助を行った。 

   また、令和元年度より、通所型サービスＢ等への送迎や、通院・買い物など生活支援と一体的に行う移動支援（訪問型

サービスＤ）を補助対象に加えた。 

   ・申請団体数（令和２年度実績） 

    立ち上げ補助  200千円２団体（通所Ｂ 200千円） 

    運営補助   3,844千円15団体（通所Ｂ 1,294千円 訪問Ｂ 2,450千円 訪問Ｄ 100千円） 

〇介護予防ケアマネジメント業務 

  要支援者及び基本チェックリスト該当者に対して、その心身の状況や置かれている環境等に応じて、訪問型サービス、

通所型サービス、その他の生活支援サービスのほか、一般介護予防事業や民間の生活支援サービスも含めた適切なサービ

スが包括的かつ効率的に提供されるような支援を行い、高齢者の介護予防と自立支援を図る。 

  ケアマネジメント件数 （令和２年度実績） 

類型 依頼書受理件数 

ケアマネジメントＡ 14,324 

ケアマネジメントＢ 1,932 

ケアマネジメントＣ 11 

 

⑵ 一般介護予防事業（令和２年度実績） 

  対象者：65歳以上のすべての方 

① 介護予防把握事業 

   ・75歳節目アンケート 1,991件（回収数） 

   ・80歳節目アンケート 2,159件（回収数） 

② 介護予防普及啓発事業 

   ・訪問型介護予防サポート訪問 322件 

   ・お口若がえり講座 ７回 114人 

事業名 実人数 延人数 

訪問型サービス（従前相当サービス） 6,987 
39,451 

訪問型サービスＡ 451 

訪問型サービスＣ（おいしく栄養あっぷ訪問） 76 113 
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   ・介護予防教室   17回 341人 

・地区介護予防講座 24回 806人 

・認知症初期スクリーニングシステム「これって認知症？」 アクセス数 4,494件 

・認知症について考える市民セミナー １回 79人 

 ③ 地域介護予防活動支援事業 

〇住民主体の通いの場立上げ・継続支援 

 ７回 126人（令和２年度実績） 

   実施会場数98カ所（令和３年６月現在） 

 

２ 高齢者の生きがいづくり支援事業 

⑴ 老人クラブの運営支援 

① 老人クラブ活動の支援 

地域を基盤とする高齢者の自主的な組織である「単位老人クラブ」及びその母体となる「山形市老人クラブ連合会」 

の活動を支援し、生きがいづくりや社会参加機会の充実、健康増進等を図る。 

・単位老人クラブ 69クラブ、会員数 3,046人（令和３年４月１日現在） 

  ② 高齢者交流サロン運営補助事業 

 高齢者交流施設「高齢者交流サロン」の運営を支援し、高齢者の生きがいづくり、健康増進等を図る。 

 ・運営主体 山形市老人クラブ連合会 

⑵ 山形市シルバー人材センターの運営支援 

多様なニーズに対応した就労機会の確保・提供を行う「山形市シルバー人材センター」を支援し、就労を通した活力あ

る地域社会の実現と福祉の向上を図る。 

⑶ 鈴川交流センター（元五十鈴公民館）の利活用事業 

   東沢・鈴川地区を担当とする地域包括支援センターの移転先及び地域住民の集いの場として、鈴川交流センターを賃貸

し、地域福祉の拠点として活用を図る。 

 

３ 敬老祝品等贈呈事業 

数えで88歳（米寿）、100歳の高齢者に対して、その長寿を祝福するとともに敬老の意を表し、福祉の増進に寄与するため、

祝金品を贈呈している。 

また、婚姻後期間が50年を経過しているご夫婦に賀詞の贈呈をしている。 

〇令和２年度実績 

 88歳（米寿） 賀詞・額縁 1,653人 

100歳 祝金10万円 125人 

金婚者 賀詞・額縁 410組 

 

４ 包括的支援事業（地域包括支援センターの運営） 

高齢者の介護や介護予防などの面で心配な方、在宅生活に関して不安をお持ちの方などに対し、社会福祉士、保健師等、 

主任介護支援専門員といった各種専門の職員が電話や来所応対、家庭への訪問により相談や指導、助言を無料で行う。 

また、公的サービスの利用調整や申請代行を行うとともに、地域高齢者の実態を把握する。 

〇地域包括支援センター設置数 14カ所（令和元年度１カ所増設） 

〇基幹型地域包括支援センター設置数 １カ所（平成27年度設置） 

 

５ 認知症サポーター養成事業 

認知症について正しく理解し、自分のできる範囲で認知症の人やその家族を温かく見守り、支援する人（認知症サポータ

ー）を１人でも多く増やしていくことで、「認知症になってもだれもが安心して暮らせるまち」を地域住民の手でつくりあ

げることを目的に認知症サポーター養成講座を実施している。 

  〇受講人数 1,344人（令和２年度実績） 26,877人（令和２年度末累計） 

 

６ 地域ケア会議 

高齢者の自立支援に資するケアマネジメントの支援を行うとともに、地域課題を把握し、医療・介護・住まい・生活支援

が一体的に提供される地域包括ケアシステム構築の実現を目指すため、多職種協働の地域ケア会議を実施する。 

    〇自立支援型地域ケア会議 25回 60事例 うち、地域包括支援センター主催14回 28事例（令和２年度実績） 

    〇個別事例地域ケア会議 84回（令和２年度実績） 

 

７ 在宅医療・介護連携推進事業 

地域における医療・介護関係機関が連携し、多職種協働により在宅医療と介護を一体的に提供できる体制を構築するため、

在宅医療・介護連携室を設置し、連携に関する相談対応、医療・介護関係者の研修の開催、医療・介護サービス資源情報の

把握及び公開等を行う。 

〇在宅医療・介護連携室「ポピー」の設置（平成27年４月設置） 

○在宅療養普及啓発業務として、在宅療養事例集や普及啓発動画等の作成・周知啓発（平成31年４月から令和２年度まで） 

○人生会議・在宅療養普及啓発ツール作成業務として、介護予防から終末期までを含む人生会議（ＡＣＰ）の普及啓発動

画を作成(令和３年４月から) 

 

８ 生活支援体制整備事業 

高齢者の生活を支援するため、介護保険サービスだけでなく、ボランティア・ＮＰＯ・地縁組織・民間企業等の多様な主

体や住民参加による支え合いの仕組みづくりを行うため、生活支援コーディネーターを配置し、資源開発や基盤整備、多様

な主体間のネットワーク構築を図る。（平成27年４月より実施） 

    〇第１層生活支援コーディネーター（市全域）    １人配置（平成27年４月配置） 

    〇第２層生活支援コーディネーター（日常生活圏域毎）14人配置（令和元年度１名増員） 

 

９ ＡＩケアプラン作成支援モデル事業 

高齢化社会における介護予防・自立支援の推進、介護費用の増大、介護人材不足等に備えるためには、高齢者の自立支援、

要介護状態の維持改善を図ること、状態の悪化防止に努めることが重要である。そのために、ＡＩ等の先進技術を活用した

ケアマネジメント支援等をとおした介護の質的向上及び市民や介護関連事業者の介護予防意識の醸成を図ることが有効であ

る。 

ケアマネジャー等がＡＩを活用して、介護予防・自立支援に資する適切なケアマネジメントを行うことができる体制構築

を目指し、令和元年12月25日に県内企業であるＮＤソフトウェア社と「先進技術を活用した介護・福祉の推進に係る連携に

関する協定」を締結した。さらに、令和２年度から、試験的なＡＩケアプランの作成や介護予防意識の醸成に向けた研修等

を実施している。 

 

10 認知症施策推進事業 

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができる社会の実現を目指すた

め、保健・医療・福祉・地域が連携した早期発見や進行防止に向けた支援や見守り、その他地域支援体制の構築に向けた取

り組みを行う。 

⑴ 認知症初期集中支援チーム 

複数の専門職が、医療・介護サービスを受けていない認知症が疑われる人やその家族を訪問し、状況把握、環境改善、

受診勧奨などの初期支援を集中的に行うとともに、認知症の専門医等を含めたチーム員会議において評価・観察を行う。 

〇認知症初期集中支援チーム設置数 ２チーム 

⑵ 認知症地域支援推進員 

認知症に関する医療と介護の連携強化や地域における支援体制を構築するため、認知症の人やその家族への相談支援、

認知症の人と関係機関を結び付けるコーディネート、地域資源の情報収集や提供、認知症に関する研修の企画などを行う。 

〇認知症地域支援推進員配置数 ２人 

 

11 徘徊高齢者支援事業 

徘徊の可能性がある高齢者の情報を山形市と警察に事前に登録しておくことで、登録者が実際に行方不明になったときに、

捜索に必要な情報を迅速に関係機関に提供することができ、早期発見・早期保護につながる仕組みとして、「おかえり・見

守り事前登録制度」を実施。 

    〇登録件数 445件（令和２年度末現在） 
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   ・介護予防教室   17回 341人 

・地区介護予防講座 24回 806人 

・認知症初期スクリーニングシステム「これって認知症？」 アクセス数 4,494件 

・認知症について考える市民セミナー １回 79人 

 ③ 地域介護予防活動支援事業 

〇住民主体の通いの場立上げ・継続支援 

 ７回 126人（令和２年度実績） 

   実施会場数98カ所（令和３年６月現在） 

 

２ 高齢者の生きがいづくり支援事業 

⑴ 老人クラブの運営支援 

① 老人クラブ活動の支援 

地域を基盤とする高齢者の自主的な組織である「単位老人クラブ」及びその母体となる「山形市老人クラブ連合会」 

の活動を支援し、生きがいづくりや社会参加機会の充実、健康増進等を図る。 

・単位老人クラブ 69クラブ、会員数 3,046人（令和３年４月１日現在） 

  ② 高齢者交流サロン運営補助事業 

 高齢者交流施設「高齢者交流サロン」の運営を支援し、高齢者の生きがいづくり、健康増進等を図る。 

 ・運営主体 山形市老人クラブ連合会 

⑵ 山形市シルバー人材センターの運営支援 

多様なニーズに対応した就労機会の確保・提供を行う「山形市シルバー人材センター」を支援し、就労を通した活力あ

る地域社会の実現と福祉の向上を図る。 

⑶ 鈴川交流センター（元五十鈴公民館）の利活用事業 

   東沢・鈴川地区を担当とする地域包括支援センターの移転先及び地域住民の集いの場として、鈴川交流センターを賃貸

し、地域福祉の拠点として活用を図る。 

 

３ 敬老祝品等贈呈事業 

数えで88歳（米寿）、100歳の高齢者に対して、その長寿を祝福するとともに敬老の意を表し、福祉の増進に寄与するため、

祝金品を贈呈している。 

また、婚姻後期間が50年を経過しているご夫婦に賀詞の贈呈をしている。 

〇令和２年度実績 

 88歳（米寿） 賀詞・額縁 1,653人 

100歳 祝金10万円 125人 

金婚者 賀詞・額縁 410組 

 

４ 包括的支援事業（地域包括支援センターの運営） 

高齢者の介護や介護予防などの面で心配な方、在宅生活に関して不安をお持ちの方などに対し、社会福祉士、保健師等、 

主任介護支援専門員といった各種専門の職員が電話や来所応対、家庭への訪問により相談や指導、助言を無料で行う。 

また、公的サービスの利用調整や申請代行を行うとともに、地域高齢者の実態を把握する。 

〇地域包括支援センター設置数 14カ所（令和元年度１カ所増設） 

〇基幹型地域包括支援センター設置数 １カ所（平成27年度設置） 

 

５ 認知症サポーター養成事業 

認知症について正しく理解し、自分のできる範囲で認知症の人やその家族を温かく見守り、支援する人（認知症サポータ

ー）を１人でも多く増やしていくことで、「認知症になってもだれもが安心して暮らせるまち」を地域住民の手でつくりあ

げることを目的に認知症サポーター養成講座を実施している。 

  〇受講人数 1,344人（令和２年度実績） 26,877人（令和２年度末累計） 

 

６ 地域ケア会議 

高齢者の自立支援に資するケアマネジメントの支援を行うとともに、地域課題を把握し、医療・介護・住まい・生活支援

が一体的に提供される地域包括ケアシステム構築の実現を目指すため、多職種協働の地域ケア会議を実施する。 

    〇自立支援型地域ケア会議 25回 60事例 うち、地域包括支援センター主催14回 28事例（令和２年度実績） 

    〇個別事例地域ケア会議 84回（令和２年度実績） 

 

７ 在宅医療・介護連携推進事業 

地域における医療・介護関係機関が連携し、多職種協働により在宅医療と介護を一体的に提供できる体制を構築するため、

在宅医療・介護連携室を設置し、連携に関する相談対応、医療・介護関係者の研修の開催、医療・介護サービス資源情報の

把握及び公開等を行う。 

〇在宅医療・介護連携室「ポピー」の設置（平成27年４月設置） 

○在宅療養普及啓発業務として、在宅療養事例集や普及啓発動画等の作成・周知啓発（平成31年４月から令和２年度まで） 

○人生会議・在宅療養普及啓発ツール作成業務として、介護予防から終末期までを含む人生会議（ＡＣＰ）の普及啓発動

画を作成(令和３年４月から) 

 

８ 生活支援体制整備事業 

高齢者の生活を支援するため、介護保険サービスだけでなく、ボランティア・ＮＰＯ・地縁組織・民間企業等の多様な主

体や住民参加による支え合いの仕組みづくりを行うため、生活支援コーディネーターを配置し、資源開発や基盤整備、多様

な主体間のネットワーク構築を図る。（平成27年４月より実施） 

    〇第１層生活支援コーディネーター（市全域）    １人配置（平成27年４月配置） 

    〇第２層生活支援コーディネーター（日常生活圏域毎）14人配置（令和元年度１名増員） 

 

９ ＡＩケアプラン作成支援モデル事業 

高齢化社会における介護予防・自立支援の推進、介護費用の増大、介護人材不足等に備えるためには、高齢者の自立支援、

要介護状態の維持改善を図ること、状態の悪化防止に努めることが重要である。そのために、ＡＩ等の先進技術を活用した

ケアマネジメント支援等をとおした介護の質的向上及び市民や介護関連事業者の介護予防意識の醸成を図ることが有効であ

る。 

ケアマネジャー等がＡＩを活用して、介護予防・自立支援に資する適切なケアマネジメントを行うことができる体制構築

を目指し、令和元年12月25日に県内企業であるＮＤソフトウェア社と「先進技術を活用した介護・福祉の推進に係る連携に

関する協定」を締結した。さらに、令和２年度から、試験的なＡＩケアプランの作成や介護予防意識の醸成に向けた研修等

を実施している。 

 

10 認知症施策推進事業 

認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができる社会の実現を目指すた

め、保健・医療・福祉・地域が連携した早期発見や進行防止に向けた支援や見守り、その他地域支援体制の構築に向けた取

り組みを行う。 

⑴ 認知症初期集中支援チーム 

複数の専門職が、医療・介護サービスを受けていない認知症が疑われる人やその家族を訪問し、状況把握、環境改善、

受診勧奨などの初期支援を集中的に行うとともに、認知症の専門医等を含めたチーム員会議において評価・観察を行う。 

〇認知症初期集中支援チーム設置数 ２チーム 

⑵ 認知症地域支援推進員 

認知症に関する医療と介護の連携強化や地域における支援体制を構築するため、認知症の人やその家族への相談支援、

認知症の人と関係機関を結び付けるコーディネート、地域資源の情報収集や提供、認知症に関する研修の企画などを行う。 

〇認知症地域支援推進員配置数 ２人 

 

11 徘徊高齢者支援事業 

徘徊の可能性がある高齢者の情報を山形市と警察に事前に登録しておくことで、登録者が実際に行方不明になったときに、

捜索に必要な情報を迅速に関係機関に提供することができ、早期発見・早期保護につながる仕組みとして、「おかえり・見

守り事前登録制度」を実施。 

    〇登録件数 445件（令和２年度末現在） 
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12 成年後見制度利用支援事業 

認知症高齢者等、判断能力が不十分なため成年後見の申立てを必要とする方のうち、身寄りがないあるいは虐待を受けて

いる等の理由で親族による申立てが期待できない高齢者に対しては、市が代わって申立てを行うことで本人の生活支援を図

る。また、そのうち申立て費用や後見人報酬が負担できない低所得高齢者等に対してはその費用を助成し、より幅広い制度

利用を促す。市長申立て以外の親族申立て者へも報酬助成制度の周知を進め、報酬助成を通じた成年後見制度の更なる利用

促進を進める。 

  〇申立件数 32件（令和２年度実績） 

 

13 山形市成年後見センター業務委託 

成年後見制度を利用する際の利用者支援をさらに充実させるため、相談から利用に至るまでの一貫した支援体制の構築や、

成年後見人の受任者調整機能などを目的として、平成25年５月１日に「山形市成年後見センター」を設置した。 

  同センターの機能には、制度利用に関する相談、相談ケースへの対応、申立て手続きの支援、後見人受任者調整、後見人

に対する支援、広報・普及活動、市民後見人の養成に関する講座の実施などがあるが、こうした業務を山形市社会福祉協議

会に委託して実施している。 

 

14 福祉の地域づくり推進事業 ※生活福祉課 

地域で支援を必要とする人々が安心して生活することができるよう、山形市社会福祉協議会が実施する福祉協力員活動の

ほか、地区社会福祉協議会が、地区住民自らが主体となって取り組む活動を支援し、促進する。 

○福祉協力員 1,440 人（令和２年度末現在） 

 

15 介護サービス相談員派遣事業 

所定の研修を受けた介護サービス相談員が、介護サービス事業所等へ訪問し、介護サービス利用者の疑問や不安の解消を

図るとともに、利用者と事業者が意見交換のできる環境をつくり、介護サービスの質の向上を図る。令和２年度は、新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止のため、予定していた施設訪問をすべて中止した。 

介護サービス相談員 16人 

 

16 在宅介護支援住宅改修補助事業 

介護が必要となるような自宅内での不慮の事故を防止し、介護が必要になっても在宅生活が続けられる環境整備のための

住宅改修工事費用の一部補助をする。 

〇令和２年度実績 

   交付者数 12人、交付額（１件あたり平均） 150千円 

 

17 緊急通報システム事業 

ひとり暮らしの高齢者等で疾病等のために日常生活に注意を要する方に対し、緊急通報装置を設置することにより、緊急

対応と定期的な安否確認を行い、在宅生活を支援する。 

  〇登録者数 246人（令和２年度末現在） 

 

18 高齢者移送サービス事業 

ねたきり状態の高齢者に対し、リフト付車両・ストレッチャー装着車両による移送サービスを実施し、利用者及び介護者

の負担を軽減することを通して、居宅からの通院手段の確保を図り、在宅生活の継続を支援する。 

 〇延べ利用回数 316回（令和２年度実績） 

 

19 在宅ねたきり高齢者等歯科診療支援事業 

在宅でねたきりの状態にある高齢者及び重度心身障がい者で、歯科医療機関に通って診療を受けることが困難な方に、歯

科医師が往診診療を行う。 

〇申込者 224人、往診終了者 184人、延べ往診回数 1,035回、平均往診回数 5.6回（令和２年度実績） 

 

20 高齢者及び障がい者雪かき等支援事業 

単身世帯、高齢者及び障がい者世帯に対して、軽微な除雪サービスを実施し、冬期間の高齢者の閉じこもり防止のための

支援をする。 

 〇登録世帯 29世帯、実施回数 167回（令和２年度実績） 

 

 

21 雪下ろし補助事業 

高齢者、介護保険認定者、障がい者及び母子世帯の積雪による被害を未然に防止し、対象世帯の心身の安定を図るため、

雪下ろしができない方に対し、その雪下ろしに要する経費について補助金を交付する。（住民税非課税世帯が対象） 

〇雪下ろし 24世帯、間口処理 １世帯（令和２年度実績） 

 

22 家族介護者交流激励事業 

ねたきり状態又は重度の認知症高齢者を介護している方が心身のリフレッシュを図るため、介護者相互の交流会等を開催

する。令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、予定していた交流会をすべて中止した。 

  

23 紙おむつ支給事業 

ねたきり状態又は重度の認知症高齢者の家族等に対し、紙おむつを支給することにより、本人及び家族の精神的、経済的

負担の軽減を図る。 

〇支給内容 月額 7,000円限度（配送料除く） 

〇登録者数 332人（令和２年度末現在） 

 

24 ねたきり高齢者等介護者激励金支給事業 

ねたきり状態又は重度の認知症高齢者を在宅で一定期間介護している家族介護者に対し、その介護に対する激励のために

激励金を支給する。 

  〇支給額 50,000円 

  〇支給人数 463人（令和２年度実績） 

 

25 高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）生活援助員派遣事業 

大森・銅町・薬師町・南山形の各シルバーハウジングに入居している高齢者が自立して安心かつ快適な生活を営むことが

できるよう、生活援助員を派遣して入居者の日常生活支援を行う。 

  〇令和２年度末現在 

  ・大森シルバーハウジング  28世帯   ・銅町シルバーハウジング  36世帯 

  ・薬師町シルバーハウジング 18世帯   ・南山形シルバーハウジング 20世帯 

 

26 養護老人ホーム入所措置 

おおむね65歳以上で、環境上の理由及び経済的理由により居宅において生活することが困難な高齢者を養護老人ホームに

入所措置することで、生活の安定を図る。 

〇入所措置者数 122人（令和２年度末現在） 

 

27 高齢者福祉施設整備事業 

在宅での介護が困難となった高齢者が必要なサービスを受けられるよう、山形市高齢者保健福祉計画（介護保険事業計画）

に基づき、特別養護老人ホームなどの高齢者福祉施設の整備を図る。 

  〇令和２年度整備実績 

特別養護老人ホーム（短期入所生活介護からの転換） 14床 

 

28 愛の一声運動 

虚弱なひとり暮らしの高齢者に対し、週２回乳酸菌飲料の配達訪問を行い、安否確認などの見守りを実施している。 

〇登録者数 164人（令和２年度末現在） 

 

29 高齢者外出支援事業 

高齢者の外出する機会を確保し、その拡大を図り、閉じこもりを防止するとともに、住み慣れた住宅に元気で継続して生

活できるように、山交バス株式会社が販売する「シルバー３ヶ月定期券」（定価30千円）について購入を希望する高齢者に対

し補助金を交付する。 

  〇延べ利用者数（令和２年度実績） 

70～74歳   

（補助額21千円） 

75歳以上   

（補助額24千円） 

70歳以上（自動車運転免許証返納者) 

（補助額30千円） 
計 実人数 

480人 3,612人 475人 4,567人 1,433人 
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12 成年後見制度利用支援事業 

認知症高齢者等、判断能力が不十分なため成年後見の申立てを必要とする方のうち、身寄りがないあるいは虐待を受けて

いる等の理由で親族による申立てが期待できない高齢者に対しては、市が代わって申立てを行うことで本人の生活支援を図

る。また、そのうち申立て費用や後見人報酬が負担できない低所得高齢者等に対してはその費用を助成し、より幅広い制度

利用を促す。市長申立て以外の親族申立て者へも報酬助成制度の周知を進め、報酬助成を通じた成年後見制度の更なる利用

促進を進める。 

  〇申立件数 32件（令和２年度実績） 

 

13 山形市成年後見センター業務委託 

成年後見制度を利用する際の利用者支援をさらに充実させるため、相談から利用に至るまでの一貫した支援体制の構築や、

成年後見人の受任者調整機能などを目的として、平成25年５月１日に「山形市成年後見センター」を設置した。 

  同センターの機能には、制度利用に関する相談、相談ケースへの対応、申立て手続きの支援、後見人受任者調整、後見人

に対する支援、広報・普及活動、市民後見人の養成に関する講座の実施などがあるが、こうした業務を山形市社会福祉協議

会に委託して実施している。 

 

14 福祉の地域づくり推進事業 ※生活福祉課 

地域で支援を必要とする人々が安心して生活することができるよう、山形市社会福祉協議会が実施する福祉協力員活動の

ほか、地区社会福祉協議会が、地区住民自らが主体となって取り組む活動を支援し、促進する。 

○福祉協力員 1,440 人（令和２年度末現在） 

 

15 介護サービス相談員派遣事業 

所定の研修を受けた介護サービス相談員が、介護サービス事業所等へ訪問し、介護サービス利用者の疑問や不安の解消を

図るとともに、利用者と事業者が意見交換のできる環境をつくり、介護サービスの質の向上を図る。令和２年度は、新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止のため、予定していた施設訪問をすべて中止した。 

介護サービス相談員 16人 

 

16 在宅介護支援住宅改修補助事業 

介護が必要となるような自宅内での不慮の事故を防止し、介護が必要になっても在宅生活が続けられる環境整備のための

住宅改修工事費用の一部補助をする。 

〇令和２年度実績 

   交付者数 12人、交付額（１件あたり平均） 150千円 

 

17 緊急通報システム事業 

ひとり暮らしの高齢者等で疾病等のために日常生活に注意を要する方に対し、緊急通報装置を設置することにより、緊急

対応と定期的な安否確認を行い、在宅生活を支援する。 

  〇登録者数 246人（令和２年度末現在） 

 

18 高齢者移送サービス事業 

ねたきり状態の高齢者に対し、リフト付車両・ストレッチャー装着車両による移送サービスを実施し、利用者及び介護者

の負担を軽減することを通して、居宅からの通院手段の確保を図り、在宅生活の継続を支援する。 

 〇延べ利用回数 316回（令和２年度実績） 

 

19 在宅ねたきり高齢者等歯科診療支援事業 

在宅でねたきりの状態にある高齢者及び重度心身障がい者で、歯科医療機関に通って診療を受けることが困難な方に、歯

科医師が往診診療を行う。 

〇申込者 224人、往診終了者 184人、延べ往診回数 1,035回、平均往診回数 5.6回（令和２年度実績） 

 

20 高齢者及び障がい者雪かき等支援事業 

単身世帯、高齢者及び障がい者世帯に対して、軽微な除雪サービスを実施し、冬期間の高齢者の閉じこもり防止のための

支援をする。 

 〇登録世帯 29世帯、実施回数 167回（令和２年度実績） 

 

 

21 雪下ろし補助事業 

高齢者、介護保険認定者、障がい者及び母子世帯の積雪による被害を未然に防止し、対象世帯の心身の安定を図るため、

雪下ろしができない方に対し、その雪下ろしに要する経費について補助金を交付する。（住民税非課税世帯が対象） 

〇雪下ろし 24世帯、間口処理 １世帯（令和２年度実績） 

 

22 家族介護者交流激励事業 

ねたきり状態又は重度の認知症高齢者を介護している方が心身のリフレッシュを図るため、介護者相互の交流会等を開催

する。令和２年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、予定していた交流会をすべて中止した。 

  

23 紙おむつ支給事業 

ねたきり状態又は重度の認知症高齢者の家族等に対し、紙おむつを支給することにより、本人及び家族の精神的、経済的

負担の軽減を図る。 

〇支給内容 月額 7,000円限度（配送料除く） 

〇登録者数 332人（令和２年度末現在） 

 

24 ねたきり高齢者等介護者激励金支給事業 

ねたきり状態又は重度の認知症高齢者を在宅で一定期間介護している家族介護者に対し、その介護に対する激励のために

激励金を支給する。 

  〇支給額 50,000円 

  〇支給人数 463人（令和２年度実績） 

 

25 高齢者世話付住宅（シルバーハウジング）生活援助員派遣事業 

大森・銅町・薬師町・南山形の各シルバーハウジングに入居している高齢者が自立して安心かつ快適な生活を営むことが

できるよう、生活援助員を派遣して入居者の日常生活支援を行う。 

  〇令和２年度末現在 

  ・大森シルバーハウジング  28世帯   ・銅町シルバーハウジング  36世帯 

  ・薬師町シルバーハウジング 18世帯   ・南山形シルバーハウジング 20世帯 

 

26 養護老人ホーム入所措置 

おおむね65歳以上で、環境上の理由及び経済的理由により居宅において生活することが困難な高齢者を養護老人ホームに

入所措置することで、生活の安定を図る。 

〇入所措置者数 122人（令和２年度末現在） 

 

27 高齢者福祉施設整備事業 

在宅での介護が困難となった高齢者が必要なサービスを受けられるよう、山形市高齢者保健福祉計画（介護保険事業計画）

に基づき、特別養護老人ホームなどの高齢者福祉施設の整備を図る。 

  〇令和２年度整備実績 

特別養護老人ホーム（短期入所生活介護からの転換） 14床 

 

28 愛の一声運動 

虚弱なひとり暮らしの高齢者に対し、週２回乳酸菌飲料の配達訪問を行い、安否確認などの見守りを実施している。 

〇登録者数 164人（令和２年度末現在） 

 

29 高齢者外出支援事業 

高齢者の外出する機会を確保し、その拡大を図り、閉じこもりを防止するとともに、住み慣れた住宅に元気で継続して生

活できるように、山交バス株式会社が販売する「シルバー３ヶ月定期券」（定価30千円）について購入を希望する高齢者に対

し補助金を交付する。 

  〇延べ利用者数（令和２年度実績） 

70～74歳   

（補助額21千円） 

75歳以上   

（補助額24千円） 

70歳以上（自動車運転免許証返納者) 

（補助額30千円） 
計 実人数 

480人 3,612人 475人 4,567人 1,433人 
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30 運転免許証返納者タクシー券交付事業 

運転が難しくなった高齢者に、適切に運転免許証を返納していただくとともに、返納した高齢者の閉じこもり防止、また

外出するきっかけづくりとするため、運転免許証の自主返納を行った方に、タクシー券 5,000 円分を交付する。（１回限り） 

  〇交付者数 391 人（令和２年度実績） 

 

31 老人福祉施設整備事業 

利用者の安全安心を確保し、施設の長寿命化を図るため、山形市高齢者福祉施設整備計画に基づき、施設の改修工事を行

う。 

  〇令和２年度改修工事等実績 

  ・菅沢荘空調設備等改修工事 42,122千円 

  ・菅沢荘仮設給湯設備工事 1,287千円 

  ・あたご荘事務室エアコン更新工事 1,177千円 

  ・あたご荘衛生放送設備設置工事 292千円 

  ・あたご荘サロン３エアコン設置工事 182千円 

  ・漆山デイサービスセンター自動ドア装置交換工事 330千円 

・漆山デイサービスセンター浴室シャワー混合栓取替工事 282千円 

  ・漆山やすらぎ荘自動火災報知設備等更新工事 1,214千円 

  ・黒沢いこい荘ろ過器ろ材入替え及び薬注ポンプ交換工事 1,276千円 

・大曽根さわやか荘ゲートボール場シートカーテン工事 380千円 

  ・新型コロナウイルス感染症対策水栓工事 1,213千円 

 

 

介 護 保 険 （介護保険課） 
 

１ 被 保 険 者 数（令和３年３月末現在） 

 第一号被保険者（65歳以上の人） 第二号被保険者（40～64歳の人） 

被保険者数 72,317人 80,234人 

※第二号被保険者は、住民基本台帳登録者数より適用除外施設入所者等を除いた数 

 

２ 第一被保険者の保険料 

 介護保険の第一号被保険者（65歳以上の方）の保険料は、各市町村の介護サービスの利用見込、65歳以上の人口等によっ

て決まるが、山形市の令和３～５年度の保険料は、基準額で69,600円（年額）となる。 

 一人ひとりの保険料は、この金額を基準に所得状況等に応じて11段階に設定される。 

                        [令和３年度分] 

該当される方 保険料段階 
保険料年額 

（ ）は月額換算 

〇生活保護受給者 

第 1 段階 

（基準額×0.3） 

 

   20,800 円       

 （1,734 円）     

 
本 

人 

住 

民 

税 

非 

課 

税 

世
帯
住
民
税
非
課
税 

〇老齢福祉年金(※１)受給者 

〇本人の前年中の課税対象年金収入額(※２)と 

合計所得金額（※３）の合計が 80 万円以下 

〇本人の前年中の課税対象年金収入額と 

合計所得金額の合計が 80 万円超 120 万円以下 

第２段階 

（基準額×0.5） 

34,800 円       

 （2,900 円）     

〇第１段階、第２段階に該当しない場合 
第３段階 

（基準額×0.7） 

48,700 円       

 （4,059 円）     

世
帯
住
民
税
課
税 

〇本人の前年中の課税対象年金収入額と 

合計所得金額の合計が 80 万円以下 

第４段階 

（基準額×0.85） 

59,100 円       

 （4,925 円）      

〇本人の前年中の課税対象年金収入額と 

合計所得金額の合計が 80 万円超 

第５段階 

（基準額） 

69,600 円       

 （5,800 円）      

本 

人 

住 

民 

税 

課 

税 

〇本人の前年中の合計所得金額が 120 万円未満 
第６段階 

（基準額×1.2） 

83,500 円       

（6,959 円） 

〇本人の前年中の合計所得金額が 120 万円以上 

210 万円未満 

第７段階 

（基準額×1.3） 

90,400 円       

（7,534 円） 

〇本人の前年中の合計所得金額が 210 万円以上 

320 万円未満 

第８段階 

（基準額×1.5） 

104,400 円       

   （8,700 円） 

〇本人の前年中の合計所得金額が 320 万円以上 

 400 万円未満 

第９段階 

（基準額×1.7） 

118,300 円       

    （9,859 円） 

〇本人の前年中の合計所得金額が 400 万円以上 

 600 万円未満 

第 10 段階 

（基準額×1.8） 

125,200 円       

 （10,434 円）      

〇本人の前年中の合計所得金額が 600 万円以上 
第 11 段階 

（基準額×1.9） 

132,200 円       

 （11,017 円）      

（第１・２・３段階の保険料額については、国の施策（公費による保険料軽減強化）により負担軽減が図られている。） 

※１ 老齢福祉年金とは、明治44年（1911年）４月１日以前に生まれた方、または大正５年（1916年）４月１日以前に生まれ

た方で一定の要件を満たしている方が受けている年金。 

※２ 課税対象年金収入額とは、障害年金や遺族年金などの非課税年金以外の年金収入で、老齢年金や退職年金が該当し、公

的年金等控除額を差し引く前の金額。 

※３ 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除を

する前の金額。第１～５段階については、合計所得金額から「公的年金等に係る雑所得額」を控除した金額を用いる。ま

た、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用いる。 

   第６段階以上の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金

等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用いる。 

   土地売却等に係る特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用い

る。 

― 134 ― ― 135 ―



30 運転免許証返納者タクシー券交付事業 

運転が難しくなった高齢者に、適切に運転免許証を返納していただくとともに、返納した高齢者の閉じこもり防止、また

外出するきっかけづくりとするため、運転免許証の自主返納を行った方に、タクシー券 5,000 円分を交付する。（１回限り） 

  〇交付者数 391 人（令和２年度実績） 

 

31 老人福祉施設整備事業 

利用者の安全安心を確保し、施設の長寿命化を図るため、山形市高齢者福祉施設整備計画に基づき、施設の改修工事を行

う。 

  〇令和２年度改修工事等実績 

  ・菅沢荘空調設備等改修工事 42,122千円 

  ・菅沢荘仮設給湯設備工事 1,287千円 

  ・あたご荘事務室エアコン更新工事 1,177千円 

  ・あたご荘衛生放送設備設置工事 292千円 

  ・あたご荘サロン３エアコン設置工事 182千円 

  ・漆山デイサービスセンター自動ドア装置交換工事 330千円 

・漆山デイサービスセンター浴室シャワー混合栓取替工事 282千円 

  ・漆山やすらぎ荘自動火災報知設備等更新工事 1,214千円 

  ・黒沢いこい荘ろ過器ろ材入替え及び薬注ポンプ交換工事 1,276千円 

・大曽根さわやか荘ゲートボール場シートカーテン工事 380千円 

  ・新型コロナウイルス感染症対策水栓工事 1,213千円 

 

 

介 護 保 険 （介護保険課） 
 

１ 被 保 険 者 数（令和３年３月末現在） 

 第一号被保険者（65歳以上の人） 第二号被保険者（40～64歳の人） 

被保険者数 72,317人 80,234人 

※第二号被保険者は、住民基本台帳登録者数より適用除外施設入所者等を除いた数 

 

２ 第一被保険者の保険料 

 介護保険の第一号被保険者（65歳以上の方）の保険料は、各市町村の介護サービスの利用見込、65歳以上の人口等によっ

て決まるが、山形市の令和３～５年度の保険料は、基準額で69,600円（年額）となる。 

 一人ひとりの保険料は、この金額を基準に所得状況等に応じて11段階に設定される。 

                        [令和３年度分] 

該当される方 保険料段階 
保険料年額 

（ ）は月額換算 

〇生活保護受給者 

第 1 段階 

（基準額×0.3） 

 

   20,800 円       

 （1,734 円）     

 
本 

人 

住 

民 

税 

非 

課 

税 

世
帯
住
民
税
非
課
税 

〇老齢福祉年金(※１)受給者 

〇本人の前年中の課税対象年金収入額(※２)と 

合計所得金額（※３）の合計が 80 万円以下 

〇本人の前年中の課税対象年金収入額と 

合計所得金額の合計が 80 万円超 120 万円以下 

第２段階 

（基準額×0.5） 

34,800 円       

 （2,900 円）     

〇第１段階、第２段階に該当しない場合 
第３段階 

（基準額×0.7） 

48,700 円       

 （4,059 円）     

世
帯
住
民
税
課
税 

〇本人の前年中の課税対象年金収入額と 

合計所得金額の合計が 80 万円以下 

第４段階 

（基準額×0.85） 

59,100 円       

 （4,925 円）      

〇本人の前年中の課税対象年金収入額と 

合計所得金額の合計が 80 万円超 

第５段階 

（基準額） 

69,600 円       

 （5,800 円）      

本 

人 
住 

民 

税 

課 

税 

〇本人の前年中の合計所得金額が 120 万円未満 
第６段階 

（基準額×1.2） 

83,500 円       

（6,959 円） 

〇本人の前年中の合計所得金額が 120 万円以上 

210 万円未満 

第７段階 

（基準額×1.3） 

90,400 円       

（7,534 円） 

〇本人の前年中の合計所得金額が 210 万円以上 

320 万円未満 

第８段階 

（基準額×1.5） 

104,400 円       

   （8,700 円） 

〇本人の前年中の合計所得金額が 320 万円以上 

 400 万円未満 

第９段階 

（基準額×1.7） 

118,300 円       

    （9,859 円） 

〇本人の前年中の合計所得金額が 400 万円以上 

 600 万円未満 

第 10 段階 

（基準額×1.8） 

125,200 円       

 （10,434 円）      

〇本人の前年中の合計所得金額が 600 万円以上 
第 11 段階 

（基準額×1.9） 

132,200 円       

 （11,017 円）      

（第１・２・３段階の保険料額については、国の施策（公費による保険料軽減強化）により負担軽減が図られている。） 

※１ 老齢福祉年金とは、明治44年（1911年）４月１日以前に生まれた方、または大正５年（1916年）４月１日以前に生まれ

た方で一定の要件を満たしている方が受けている年金。 

※２ 課税対象年金収入額とは、障害年金や遺族年金などの非課税年金以外の年金収入で、老齢年金や退職年金が該当し、公

的年金等控除額を差し引く前の金額。 

※３ 合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額で、扶養控除や医療費控除などの所得控除を

する前の金額。第１～５段階については、合計所得金額から「公的年金等に係る雑所得額」を控除した金額を用いる。ま

た、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用いる。 

   第６段階以上の合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれている場合は、給与所得及び公的年金

等に係る雑所得の合計額から10万円を控除した金額を用いる。 

   土地売却等に係る特別控除額がある場合は、「長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額」を控除した金額を用い

る。 
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３ 令和２年度第一号被保険者保険料収納額 

 調 定 額 収 納 額 収 納 率 

特 別 徴 収 4,491,977,200円 4,491,977,200円 100.0％ 

普 通 徴 収 325,376,900円 294,459,920円 90.50％ 

計 4,817,354,100円 4,786,437,120円 99.36％ 

 

 

４ 要介護（要支援）認定 

⑴ 認定審査会・認定審査会開催回数 

委 員 数  84人  21合議体 

委員構成  医 師 21人  歯科医師  ５人  理学療法士 ９人  作業療法士 ８人 

薬剤師 ３人  社会福祉士 13人  介護福祉士 ７人  看護師・保健師 10人 

精神保健福祉士 ８人 

審査会開催数（令和２年４月～令和３年３月）  220回 

   審査判定件数（令和２年４月～令和３年３月） 6,554件 

⑵ 認定申請状況（令和２年４月～令和３年３月） 

新  規 変  更 更  新 計 

3,541件 1,163件 2,633件 7,337件 

⑶ 要介護（要支援）認定者数（令和３年３月末現在）                       （人） 

 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 

第一号被保険者  1,133 1,368 2,468 2,480 1,783 1,614 1,030 11,876 

 
65歳以上75歳未満  132 160 206 225 152 124 99 1,098 

75 歳 以 上  1,001 1,208 2,262 2,255 1,631 1,490 931 10,778 

第二号被保険者  16 33 21 43 21 17 25 176 

総  数  1,149 1,401 2,489 2,523 1,804 1,631 1,055 12,052 

 

５ 令和２年度介護保険事業会計決算(見込) 

歳 入 歳 出 収 支 差 引 

23,326,121千円 22,935,676千円 390,445千円 

 

６ 介護保険給付 

⑴ 居宅介護（支援）サービス延べ受給者数（令和２年４月～令和３年３月審査分）            （人） 

 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計 

第１号被保険者 

（月平均） 

6,422 

(535) 

10,455 

(871) 

21,861 

(1,822) 

23,789 

(1,982) 

12,674 

(1,056) 

8,049 

(671) 

4,486 

(374) 

87,736 

(7,311) 

第２号被保険者 

（月平均） 

82 

(7) 

312 

(26) 

203 

(17) 

437 

(36) 

208 

(17) 

178 

(15) 

143 

(12) 

1,563 

(130) 

計 

（月平均） 

6,504 

(542) 

10,767 

(897) 

22,064 

(1,839) 

24,226 

(2,019) 

12,882 

(1,074) 

8,227 

(686) 

4,629 

(386) 

89,299 

(7,442) 

⑵ 地域密着型サービス延べ受給者数（令和２年４月～令和３年３月審査分）               （人） 

 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計 

第１号被保険者 

（月平均） 

459 

(38) 

694 

(58) 

6,717 

(560) 

7,517 

(626) 

6,039 

(503) 

5,405 

(450) 

3,284 

(274) 

30,115 

(2,510) 

第２号被保険者 

（月平均） 

0 

(0) 

9 

(1) 

60 

(5) 

108 

(9) 

47 

(4) 

45 

(4) 

56 

(5) 

325 

(27) 

計 

（月平均） 

459 

(38) 

703 

(59) 

6,777 

(565) 

7,625 

(635) 

6,086 

(507) 

5,450 

(454) 

3,340 

(278) 

30,440 

(2,537) 

 

⑶ 施設介護サービス延べ受給者数（令和２年４月～令和３年３月審査分）                 （人） 

 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 介護医療院 計 

第１号被保険者 

（月平均） 

13,647 

(1,137) 

4,497 

(375) 

0 

(0) 

191 

(16) 

18,335 

(1,528) 

第２号被保険者 

（月平均） 

131 

(11) 

86 

(7) 

0 

(0) 

0 

(0) 

217 

(18) 

計 

（月平均） 

13,778 

(1,148) 

4,583 

(382) 

0 

(0) 

191 

(16) 

18,552 

(1,546) 

※上記受給者数は、毎月サービス利用者の延べ人数 

 

７ 介護サービス給付件数及び給付額 

 サービス種類 保険給付件数 保 険 給 付 額(円) 

居
宅
サ
ー
ビ
ス
費 

訪問・通所 124,554 5,251,877,940 

短期入所サービス 11,728 1,192,204,055 

その他の単品サービス 99,162 2,208,711,419 

福祉用具購入費 762 22,937,366 

住宅改修費 564 51,462,198 

小 計 236,770 8,727,192,978 

地域密着型介護サービス 31,394 5,777,245,759 

施設介護サービス（福祉・老健・療養） 19,366 5,095,385,866 

高額介護サービス費 39,696 485,737,626 

高額医療合算介護サービス等費 2,531 79,758,400 

特定入所者介護サービス費 19,552 783,277,384 

合 計 349,309 20,948,598,013 

〔給付対象期間〕現物給付：令和２年４月～令和３年３月審査分 

償還給付：令和２年４月～令和３年３月決定分 

 

８ 高額介護サービス費貸付事業 

介護保険サービスの自己負担額（１割～３割負担分）支払いが困難な時に、高額介護サービス費支給見込み金額の９割を

限度に無利子で貸し付ける。 

 

９ 社会福祉法人による利用者負担の減額 

低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、社会福祉法人が提供する介護保険サービスの利用者負担を軽

減する。（軽減率25％～50％） 

対象者 353人（令和２年度実績） 

軽減額 42,774千円 

 

10 介護保険利用者負担助成事業 

生計困難者で利用者負担が原因でサービスの利用を制限せざるを得ない場合に、介護保険利用者負担助成金を支給するこ

とにより当該者の負担を軽減する。 

 

11 介護給付適正化事業 

介護サービス費の給付適正化を目的として次の事業を行う。（令和２年度実績） 

⑴ 要介護（要支援）認定の適正化 

① 委託訪問調査に対する事後点検     1,902件 

② 介護保険施設を対象とした検証調査   ３施設 

③ 居宅介護支援事業所を対象とした同席調査 10件 
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３ 令和２年度第一号被保険者保険料収納額 

 調 定 額 収 納 額 収 納 率 

特 別 徴 収 4,491,977,200円 4,491,977,200円 100.0％ 

普 通 徴 収 325,376,900円 294,459,920円 90.50％ 

計 4,817,354,100円 4,786,437,120円 99.36％ 

 

 

４ 要介護（要支援）認定 

⑴ 認定審査会・認定審査会開催回数 

委 員 数  84人  21合議体 

委員構成  医 師 21人  歯科医師  ５人  理学療法士 ９人  作業療法士 ８人 

薬剤師 ３人  社会福祉士 13人  介護福祉士 ７人  看護師・保健師 10人 

精神保健福祉士 ８人 

審査会開催数（令和２年４月～令和３年３月）  220回 

   審査判定件数（令和２年４月～令和３年３月） 6,554件 

⑵ 認定申請状況（令和２年４月～令和３年３月） 

新  規 変  更 更  新 計 

3,541件 1,163件 2,633件 7,337件 

⑶ 要介護（要支援）認定者数（令和３年３月末現在）                       （人） 

 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 計 

第一号被保険者  1,133 1,368 2,468 2,480 1,783 1,614 1,030 11,876 

 
65歳以上75歳未満  132 160 206 225 152 124 99 1,098 

75 歳 以 上  1,001 1,208 2,262 2,255 1,631 1,490 931 10,778 

第二号被保険者  16 33 21 43 21 17 25 176 

総  数  1,149 1,401 2,489 2,523 1,804 1,631 1,055 12,052 

 

５ 令和２年度介護保険事業会計決算(見込) 

歳 入 歳 出 収 支 差 引 

23,326,121千円 22,935,676千円 390,445千円 

 

６ 介護保険給付 

⑴ 居宅介護（支援）サービス延べ受給者数（令和２年４月～令和３年３月審査分）            （人） 

 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計 

第１号被保険者 

（月平均） 

6,422 

(535) 

10,455 

(871) 

21,861 

(1,822) 

23,789 

(1,982) 

12,674 

(1,056) 

8,049 

(671) 

4,486 

(374) 

87,736 

(7,311) 

第２号被保険者 

（月平均） 

82 

(7) 

312 

(26) 

203 

(17) 

437 

(36) 

208 

(17) 

178 

(15) 

143 

(12) 

1,563 

(130) 

計 

（月平均） 

6,504 

(542) 

10,767 

(897) 

22,064 

(1,839) 

24,226 

(2,019) 

12,882 

(1,074) 

8,227 

(686) 

4,629 

(386) 

89,299 

(7,442) 

⑵ 地域密着型サービス延べ受給者数（令和２年４月～令和３年３月審査分）               （人） 

 要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 合計 

第１号被保険者 

（月平均） 

459 

(38) 

694 

(58) 

6,717 

(560) 

7,517 

(626) 

6,039 

(503) 

5,405 

(450) 

3,284 

(274) 

30,115 

(2,510) 

第２号被保険者 

（月平均） 

0 

(0) 

9 

(1) 

60 

(5) 

108 

(9) 

47 

(4) 

45 

(4) 

56 

(5) 

325 

(27) 

計 

（月平均） 

459 

(38) 

703 

(59) 

6,777 

(565) 

7,625 

(635) 

6,086 

(507) 

5,450 

(454) 

3,340 

(278) 

30,440 

(2,537) 

 

⑶ 施設介護サービス延べ受給者数（令和２年４月～令和３年３月審査分）                 （人） 

 介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護療養型医療施設 介護医療院 計 

第１号被保険者 

（月平均） 

13,647 

(1,137) 

4,497 

(375) 

0 

(0) 

191 

(16) 

18,335 

(1,528) 

第２号被保険者 

（月平均） 

131 

(11) 

86 

(7) 

0 

(0) 

0 

(0) 

217 

(18) 

計 

（月平均） 

13,778 

(1,148) 

4,583 

(382) 

0 

(0) 

191 

(16) 

18,552 

(1,546) 

※上記受給者数は、毎月サービス利用者の延べ人数 

 

７ 介護サービス給付件数及び給付額 

 サービス種類 保険給付件数 保 険 給 付 額(円) 

居
宅
サ
ー
ビ
ス
費 

訪問・通所 124,554 5,251,877,940 

短期入所サービス 11,728 1,192,204,055 

その他の単品サービス 99,162 2,208,711,419 

福祉用具購入費 762 22,937,366 

住宅改修費 564 51,462,198 

小 計 236,770 8,727,192,978 

地域密着型介護サービス 31,394 5,777,245,759 

施設介護サービス（福祉・老健・療養） 19,366 5,095,385,866 

高額介護サービス費 39,696 485,737,626 

高額医療合算介護サービス等費 2,531 79,758,400 

特定入所者介護サービス費 19,552 783,277,384 

合 計 349,309 20,948,598,013 

〔給付対象期間〕現物給付：令和２年４月～令和３年３月審査分 

償還給付：令和２年４月～令和３年３月決定分 

 

８ 高額介護サービス費貸付事業 

介護保険サービスの自己負担額（１割～３割負担分）支払いが困難な時に、高額介護サービス費支給見込み金額の９割を

限度に無利子で貸し付ける。 

 

９ 社会福祉法人による利用者負担の減額 

低所得で生計が困難である者及び生活保護受給者について、社会福祉法人が提供する介護保険サービスの利用者負担を軽

減する。（軽減率25％～50％） 

対象者 353人（令和２年度実績） 

軽減額 42,774千円 

 

10 介護保険利用者負担助成事業 

生計困難者で利用者負担が原因でサービスの利用を制限せざるを得ない場合に、介護保険利用者負担助成金を支給するこ

とにより当該者の負担を軽減する。 

 

11 介護給付適正化事業 

介護サービス費の給付適正化を目的として次の事業を行う。（令和２年度実績） 

⑴ 要介護（要支援）認定の適正化 

① 委託訪問調査に対する事後点検     1,902件 

② 介護保険施設を対象とした検証調査   ３施設 

③ 居宅介護支援事業所を対象とした同席調査 10件 
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⑵ ケアプランの点検        462件 

⑶ 住宅改修等の点検        10件 

⑷ 縦覧点検・医療情報との突合 3,266件 

⑸ 介護給付費通知       13,323件 

 

12 介護保険指定事業所の状況（令和３年４月１日現在の市内事業所） 

 ⑴ 指定居宅介護支援事業所数          77事業所 

⑵ 地域包括支援センター            14事業所 

（指定居宅介護予防支援事業） 

⑶ 指定居宅サービス事業者数 （みなし指定の事業所は含まない） 

① 訪問介護                 45事業所 

② 訪問入浴介護               ６事業所 

③ 訪問看護ステーション           25事業所 

④ 訪問リハビリ               ２事業所 

⑤ 居宅療養管理指導             ７事業所 

⑥ 通所介護                 58事業所 

⑦ 通所リハビリ               ８事業所 

⑧ 短期入所生活介護             29事業所 

⑨ 短期入所療養介護             ４事業所 

⑩ 特定施設入居者生活介護          15事業所 

⑪ 福祉用具貸与               24事業所 

⑫ 特定福祉用具販売             23事業所 

⑷ 指定地域密着型介護サービス事業者数 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護     ２事業所 

② 地域密着型通所介護            25事業所 

③ 認知症対応型通所介護           ８事業所 

④ 小規模多機能型居宅介護          43事業所 

⑤ 認知症対応型共同生活介護          21事業所 

⑥ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 17事業所 

⑦ 地域密着型特定施設入居者生活介護     １事業所 

⑧ 看護小規模多機能型居宅介護        ４事業所 

⑸ 施設事業者数 

① 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）   15施設 

② 介護老人保健施設              ５施設 

③ 介護医療院                 １施設 

⑹ 介護予防・日常生活支援総合事業者数 

 ① 訪問型サービス（従前相当）        33事業所 

 ② 訪問型サービスＡ             14事業所 

 ③ 通所型サービス（従前相当）        58事業所 

 ④ 通所型サービスＡ             20事業所 

 

生 活 保 護（生活福祉課） 
 

１ 生活保護状況 

区  分 
生 活 

扶 助 

住 宅 

扶 助 

教 育 

扶 助 

介 護 

扶 助 

医 療 

扶 助 

生 業 

扶 助 

葬 祭 

扶 助 

世 帯 

人員数 

月平均 

保護率 

月平均保護費 

支 払 額 

月平均保護費 
支 給 額 
(一世帯当り) 

令和 

２年度 
月平均 

世帯 1,478 1,487 67 439 1,677 41 4 1,786 ‰ 

8.70 

円 

285,924,194 

円 

160,091 
人員 1,813 1,815 99 447 2,016 43 4 2,168 

 

２ 保護受給世帯（令和３年３月現在） 

保護世帯数：1,776世帯 《内訳―単身世帯数：1,511世帯（85.1％）、２人以上の世帯：265世帯（14.9％）》 

 

高齢者世帯 障がい者世帯 傷病者世帯 その他世帯 母子世帯 

単身 

世帯 

２人以上 

の世帯 

単身 

世帯 

２人以上 

の世帯 

単身 

世帯 

２人以上 

の世帯 

単身 

世帯 

２人以上 

の世帯 

２人以上 

の世帯 

世 帯 数(世帯） 905 57 166 22 293 69 147 53 64 

世 帯 類 型 内 比 率 94.1% 5.9% 88.3% 11.7% 80.9% 19.1% 73.5% 26.5% ― 

世帯数合計(世帯） 962 188 362 200 64 

比 率 54.2% 10.5% 20.4% 11.3% 3.6% 

※停止中13世帯を除く。 

 

３ 扶助費の推移                                    （単位：円） 

区分 

年度 
生 活 扶 助 住 宅 扶 助 教 育 扶 助 介 護 扶 助 医 療 扶 助 出 産 扶 助 

平成28 967,234,442 448,437,429 13,705,214 108,037,697 1,665,234,486 － 

  29 983,959,125 477,875,058 13,656,424 115,506,994 1,709,923,792 416,345 

  30 966,367,674 497,266,686 12,211,706 113,329,013 1,757,269,495 － 

令和元 978,232,651 516,076,620 11,006,793 109,705,016 1,746,933,462 29,108 

   ２ 974,212,779 527,934,733 10,771,267 104,439,794 1,715,395,512 277,707 

 

区分 

年度 
生 業 扶 助 葬 祭 扶 助 施設事務費 就労自立給付金 進学準備給付金 総 計 

平成28 6,689,411 3,598,667 62,023,062 170,717  3,275,131,125 

  29 9,872,140 4,799,057 71,750,833 33,622  3,387,793,390 

  30 6,683,061 3,541,149 71,970,415 223,310 800,000 3,429,662,509 

令和元 5,274,383 4,403,721 81,047,715 356,837 200,000 3,453,266,306 

  ２ 6,847,007 3,710,483 86,665,491 690,036 100,000 3,431,044,809 
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⑵ ケアプランの点検        462件 

⑶ 住宅改修等の点検        10件 

⑷ 縦覧点検・医療情報との突合 3,266件 

⑸ 介護給付費通知       13,323件 

 

12 介護保険指定事業所の状況（令和３年４月１日現在の市内事業所） 

 ⑴ 指定居宅介護支援事業所数          77事業所 

⑵ 地域包括支援センター            14事業所 

（指定居宅介護予防支援事業） 

⑶ 指定居宅サービス事業者数 （みなし指定の事業所は含まない） 

① 訪問介護                 45事業所 

② 訪問入浴介護               ６事業所 

③ 訪問看護ステーション           25事業所 

④ 訪問リハビリ               ２事業所 

⑤ 居宅療養管理指導             ７事業所 

⑥ 通所介護                 58事業所 

⑦ 通所リハビリ               ８事業所 

⑧ 短期入所生活介護             29事業所 

⑨ 短期入所療養介護             ４事業所 

⑩ 特定施設入居者生活介護          15事業所 

⑪ 福祉用具貸与               24事業所 

⑫ 特定福祉用具販売             23事業所 

⑷ 指定地域密着型介護サービス事業者数 

① 定期巡回・随時対応型訪問介護看護     ２事業所 

② 地域密着型通所介護            25事業所 

③ 認知症対応型通所介護           ８事業所 

④ 小規模多機能型居宅介護          43事業所 

⑤ 認知症対応型共同生活介護          21事業所 

⑥ 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 17事業所 

⑦ 地域密着型特定施設入居者生活介護     １事業所 

⑧ 看護小規模多機能型居宅介護        ４事業所 

⑸ 施設事業者数 

① 介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）   15施設 

② 介護老人保健施設              ５施設 

③ 介護医療院                 １施設 

⑹ 介護予防・日常生活支援総合事業者数 

 ① 訪問型サービス（従前相当）        33事業所 

 ② 訪問型サービスＡ             14事業所 

 ③ 通所型サービス（従前相当）        58事業所 

 ④ 通所型サービスＡ             20事業所 

 

生 活 保 護（生活福祉課） 
 

１ 生活保護状況 

区  分 
生 活 

扶 助 

住 宅 

扶 助 

教 育 

扶 助 

介 護 

扶 助 

医 療 

扶 助 

生 業 

扶 助 

葬 祭 

扶 助 

世 帯 

人員数 

月平均 

保護率 

月平均保護費 

支 払 額 

月平均保護費 
支 給 額 
(一世帯当り) 

令和 

２年度 
月平均 

世帯 1,478 1,487 67 439 1,677 41 4 1,786 ‰ 

8.70 

円 

285,924,194 

円 

160,091 
人員 1,813 1,815 99 447 2,016 43 4 2,168 

 

２ 保護受給世帯（令和３年３月現在） 

保護世帯数：1,776世帯 《内訳―単身世帯数：1,511世帯（85.1％）、２人以上の世帯：265世帯（14.9％）》 

 

高齢者世帯 障がい者世帯 傷病者世帯 その他世帯 母子世帯 

単身 

世帯 

２人以上 

の世帯 

単身 

世帯 

２人以上 

の世帯 

単身 

世帯 

２人以上 

の世帯 

単身 

世帯 

２人以上 

の世帯 

２人以上 

の世帯 

世 帯 数(世帯） 905 57 166 22 293 69 147 53 64 

世 帯 類 型 内 比 率 94.1% 5.9% 88.3% 11.7% 80.9% 19.1% 73.5% 26.5% ― 

世帯数合計(世帯） 962 188 362 200 64 

比 率 54.2% 10.5% 20.4% 11.3% 3.6% 

※停止中13世帯を除く。 

 

３ 扶助費の推移                                    （単位：円） 

区分 

年度 
生 活 扶 助 住 宅 扶 助 教 育 扶 助 介 護 扶 助 医 療 扶 助 出 産 扶 助 

平成28 967,234,442 448,437,429 13,705,214 108,037,697 1,665,234,486 － 

  29 983,959,125 477,875,058 13,656,424 115,506,994 1,709,923,792 416,345 

  30 966,367,674 497,266,686 12,211,706 113,329,013 1,757,269,495 － 

令和元 978,232,651 516,076,620 11,006,793 109,705,016 1,746,933,462 29,108 

   ２ 974,212,779 527,934,733 10,771,267 104,439,794 1,715,395,512 277,707 

 

区分 

年度 
生 業 扶 助 葬 祭 扶 助 施設事務費 就労自立給付金 進学準備給付金 総 計 

平成28 6,689,411 3,598,667 62,023,062 170,717  3,275,131,125 

  29 9,872,140 4,799,057 71,750,833 33,622  3,387,793,390 

  30 6,683,061 3,541,149 71,970,415 223,310 800,000 3,429,662,509 

令和元 5,274,383 4,403,721 81,047,715 356,837 200,000 3,453,266,306 

  ２ 6,847,007 3,710,483 86,665,491 690,036 100,000 3,431,044,809 
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障 が い 福 祉（障がい福祉課） 
 

１ 障がい者(児)福祉 

⑴ 手帳所持者数（各年度末現在）           （人） 

区分 
年度 

身体障がい者
手帳 

療育手帳 
精神障がい者 
保健福祉手帳 

平成28 11,123 1,506 1,336 

29 10,974 1,568 1,434 

30 10,819 1,626 1,485 

令和元 10,788 1,686 1,544 

２ 10,856 1,738 1,632 

⑵ 身体障がい者相談員 

身体障がい者の相談に応じ、必要な指導や支援を行うため、平成24年度より山形県からの権限移譲を受け、山形市が相

談員を委託。（令和３年４月１日現在23人） 

⑶ 知的障がい者相談員 

知的障がい者の生活・施設入所等の相談に応じ、必要な助言・指導を実施する。平成24年度より山形県からの権限移譲

を受け、山形市が相談員を委託。（令和３年４月１日現在 ６人） 

⑷ 車いすの貸出 

日常生活の便宜を図るため、歩行困難な方に短期間利用として車いすの貸し出しを行う。 

⑸ 紙おむつ支給 

常時失禁状態にある65歳未満の在宅の重度心身障がい者（児）が、清潔で心地よい生活を送れるよう、また、経済的負

担の軽減を図るため、昭和57年度から紙おむつを支給している。 

⑹ 人工透析患者通院交通費助成 

じん臓機能障がい者が人工透析を受けるため、医療機関への通院に要する交通費の一部を助成する。（年２回支給） 

⑺ 在宅酸素療法者支援助成金交付 

在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障がい者（身体障がい者手帳１級・２級の者を除く）が、在宅酸素療法に係る酸

素濃縮器を使用した場合に、その電気料金の一部を助成する。（年２回支給） 

 ⑻ 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付 

   身体障がい者手帳の交付を受けていない、小児慢性特定疾病に罹患している18歳未満の児童等へ日常生活用具を給付す

る。 

⑼ 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業 

身体障がい者手帳の交付対象とならない軽度難聴、中等度難聴児の保護者に対して補聴器等購入費用の一部を助成する。 

⑽ 福祉タクシー利用助成事業 

重度の身体・知的・精神障がい者の社会参加と生活圏の拡大を図るため、福祉タクシー利用助成事業を昭和58年度から 

実施している。平成７年度から重度の下肢、体幹、移動機能障がいの方は、リフト付タクシーも選択できるようにした。 

⑾ 福祉給油利用助成事業 

重度の障がい者の社会参加と生活圏の拡大を図るため、平成23年度から福祉タクシー利用券との選択性による自家用自 

動車の給油費の一部を助成する福祉給油利用助成事業を実施している。対象要件は、車の所有者が本人または本人と同居

する者とする。 

 

２ 障がい福祉サービス等 

⑴ 障がい福祉サービス等種類別実利用者数（令和２年度実績） 

①障がい福祉サービス 

区 分 

種類 

利用者数 

（人） 

区 分 

種類 

利用者数 

（人） 

区 分 

種類 

利用者数 

（人） 

【介護給付】 

居宅介護 

重度訪問介護 

行動援護 

同行援護 

療養介護 

生活介護 

短期入所 

施設入所支援 

 

287 

21 

35 

57 

46 

528 

143 

186 

【訓練等給付】 

自立訓練（機能訓練） 

自立訓練（生活訓練） 

自立訓練（宿泊型） 

就労移行支援 

就労継続支援（Ａ型） 

就労継続支援（Ｂ型） 

 就労定着支援 

共同生活援助 

 

1 

2 

10 

68 

114 

523 

30 

232 

【地域相談支援給付】 

地域移行支援 

地域定着支援 

 

0 

0 

小計 0 

 

 

小計 1,303 小計 980 合計 2,283 

                                            

 ②障がい児通所支援 

区 分 

種類 

利用者数 

（人） 

【障がい児通所】 

 児童発達支援 

医療型児童発達支援 

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 

 保育所等訪問支援 

 

317 

7 

623 

18 

合計 965 

⑵ 自立支援医療受給者数（各年度実績） 

区 分 

年 度 

 更生医療 
（人） 

育成医療 
（人）※１ 

精神通院医療 
（人）※２ 

平成28 726 59 2,547 

29 725 60 2,665 

30 783 49 2,796 

令和元 988 52 2,937 

  ２ 749 50 3,084 

      ※１ 平成25年度より県から市町村に事務移譲された。 

   ※２ 各年度末現在 

⑶ 補装具費支給（購入・修理含む）件数（各年度実績） 

区分 

年度 
障がい者 

（18歳以上） 
障がい児 

（18歳未満） 
合計 

平成28 332 89 421 

29 327 100 427 

30 360 99 459 

令和元 339 84 423 

  ２ 335 94 429 

⑷ 地域生活支援事業（主なもの） 

① 相談支援事業 

障がい者、障がい児の保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供や関係機関との調整を行う。障がい者相談支援

センターとして市内６事業所に委託している。 

② 意思疎通支援事業 

ア 手話通訳者の設置 

昭和63年度から手話通訳者を窓口に配置し、市役所を訪れる聴覚障がい者の円滑な意思疎通を図っている。平成13

年度からは複数の手話通訳者を配置している。 

イ 手話通訳者・要約筆記者の派遣 

聴覚障がい者が病院や公的機関等に行くときに、円滑な意思の疎通を図るため手話通訳者を派遣している。手話の

できない中途失聴難聴者のために平成13年度から要約筆記者の派遣を行っている。 

   ウ テレビ電話の設置 

障がい福祉課内にテレビ電話を設置し、聴覚障がい者の便宜を図っている。 

  ③ 成年後見制度利用促進事業 

    知的障がい・精神障がいにより判断能力が十分でない障がい者に対し、成年後見制度の相談や福祉サービス利用支援

事業の申請手続きについてのサポートを行う「成年後見センター」を委託している。 

④ 日常生活用具給付事業 

在宅の障がい者（児）に日常生活を営むうえで必要な用具を給付（貸与）している。 

⑤ 地域活動支援センター 

障がい者に、創作活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を提供する。市内４事業所に業務を 

委託している。 

⑥ 移動支援事業 

ア 移動支援（個別給付） 

  屋外での移動に困難がある障がい者に対しヘルパーを派遣し、外出を支援している。 

イ 視覚障がい者ガイドヘルパーの派遣 

重度の視覚障がい者が病院や公的機関等に外出する場合、付き添いがないと外出が困難な際に、昭和54年度からガ

イドヘルパーを派遣している。 

⑦ 訪問入浴サービス事業 

65歳未満の在宅の重度の身体障がい者に対し、入浴車を派遣し、家庭での入浴サービスを行っている。 
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障 が い 福 祉（障がい福祉課） 
 

１ 障がい者(児)福祉 

⑴ 手帳所持者数（各年度末現在）           （人） 

区分 
年度 

身体障がい者
手帳 

療育手帳 
精神障がい者 
保健福祉手帳 

平成28 11,123 1,506 1,336 

29 10,974 1,568 1,434 

30 10,819 1,626 1,485 

令和元 10,788 1,686 1,544 

２ 10,856 1,738 1,632 

⑵ 身体障がい者相談員 

身体障がい者の相談に応じ、必要な指導や支援を行うため、平成24年度より山形県からの権限移譲を受け、山形市が相

談員を委託。（令和３年４月１日現在23人） 

⑶ 知的障がい者相談員 

知的障がい者の生活・施設入所等の相談に応じ、必要な助言・指導を実施する。平成24年度より山形県からの権限移譲

を受け、山形市が相談員を委託。（令和３年４月１日現在 ６人） 

⑷ 車いすの貸出 

日常生活の便宜を図るため、歩行困難な方に短期間利用として車いすの貸し出しを行う。 

⑸ 紙おむつ支給 

常時失禁状態にある65歳未満の在宅の重度心身障がい者（児）が、清潔で心地よい生活を送れるよう、また、経済的負

担の軽減を図るため、昭和57年度から紙おむつを支給している。 

⑹ 人工透析患者通院交通費助成 

じん臓機能障がい者が人工透析を受けるため、医療機関への通院に要する交通費の一部を助成する。（年２回支給） 

⑺ 在宅酸素療法者支援助成金交付 

在宅酸素療法を必要とする呼吸器機能障がい者（身体障がい者手帳１級・２級の者を除く）が、在宅酸素療法に係る酸

素濃縮器を使用した場合に、その電気料金の一部を助成する。（年２回支給） 

 ⑻ 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付 

   身体障がい者手帳の交付を受けていない、小児慢性特定疾病に罹患している18歳未満の児童等へ日常生活用具を給付す

る。 

⑼ 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業 

身体障がい者手帳の交付対象とならない軽度難聴、中等度難聴児の保護者に対して補聴器等購入費用の一部を助成する。 

⑽ 福祉タクシー利用助成事業 

重度の身体・知的・精神障がい者の社会参加と生活圏の拡大を図るため、福祉タクシー利用助成事業を昭和58年度から 

実施している。平成７年度から重度の下肢、体幹、移動機能障がいの方は、リフト付タクシーも選択できるようにした。 

⑾ 福祉給油利用助成事業 

重度の障がい者の社会参加と生活圏の拡大を図るため、平成23年度から福祉タクシー利用券との選択性による自家用自 

動車の給油費の一部を助成する福祉給油利用助成事業を実施している。対象要件は、車の所有者が本人または本人と同居

する者とする。 

 

２ 障がい福祉サービス等 

⑴ 障がい福祉サービス等種類別実利用者数（令和２年度実績） 

①障がい福祉サービス 

区 分 

種類 

利用者数 

（人） 

区 分 

種類 

利用者数 

（人） 

区 分 

種類 

利用者数 

（人） 

【介護給付】 

居宅介護 

重度訪問介護 

行動援護 

同行援護 

療養介護 

生活介護 

短期入所 

施設入所支援 

 

287 

21 

35 

57 

46 

528 

143 

186 

【訓練等給付】 

自立訓練（機能訓練） 

自立訓練（生活訓練） 

自立訓練（宿泊型） 

就労移行支援 

就労継続支援（Ａ型） 

就労継続支援（Ｂ型） 

 就労定着支援 

共同生活援助 

 

1 

2 

10 

68 

114 

523 

30 

232 

【地域相談支援給付】 

地域移行支援 

地域定着支援 

 

0 

0 

小計 0 

 

 

小計 1,303 小計 980 合計 2,283 

                                            

 ②障がい児通所支援 

区 分 

種類 

利用者数 

（人） 

【障がい児通所】 

 児童発達支援 

医療型児童発達支援 

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ 

 保育所等訪問支援 

 

317 

7 

623 

18 

合計 965 

⑵ 自立支援医療受給者数（各年度実績） 

区 分 

年 度 

 更生医療 
（人） 

育成医療 
（人）※１ 

精神通院医療 
（人）※２ 

平成28 726 59 2,547 

29 725 60 2,665 

30 783 49 2,796 

令和元 988 52 2,937 

  ２ 749 50 3,084 

      ※１ 平成25年度より県から市町村に事務移譲された。 

   ※２ 各年度末現在 

⑶ 補装具費支給（購入・修理含む）件数（各年度実績） 

区分 

年度 
障がい者 

（18歳以上） 
障がい児 

（18歳未満） 
合計 

平成28 332 89 421 

29 327 100 427 

30 360 99 459 

令和元 339 84 423 

  ２ 335 94 429 

⑷ 地域生活支援事業（主なもの） 

① 相談支援事業 

障がい者、障がい児の保護者等からの相談に応じ、必要な情報の提供や関係機関との調整を行う。障がい者相談支援

センターとして市内６事業所に委託している。 

② 意思疎通支援事業 

ア 手話通訳者の設置 

昭和63年度から手話通訳者を窓口に配置し、市役所を訪れる聴覚障がい者の円滑な意思疎通を図っている。平成13

年度からは複数の手話通訳者を配置している。 

イ 手話通訳者・要約筆記者の派遣 

聴覚障がい者が病院や公的機関等に行くときに、円滑な意思の疎通を図るため手話通訳者を派遣している。手話の

できない中途失聴難聴者のために平成13年度から要約筆記者の派遣を行っている。 

   ウ テレビ電話の設置 

障がい福祉課内にテレビ電話を設置し、聴覚障がい者の便宜を図っている。 

  ③ 成年後見制度利用促進事業 

    知的障がい・精神障がいにより判断能力が十分でない障がい者に対し、成年後見制度の相談や福祉サービス利用支援

事業の申請手続きについてのサポートを行う「成年後見センター」を委託している。 

④ 日常生活用具給付事業 

在宅の障がい者（児）に日常生活を営むうえで必要な用具を給付（貸与）している。 

⑤ 地域活動支援センター 

障がい者に、創作活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を提供する。市内４事業所に業務を 

委託している。 

⑥ 移動支援事業 

ア 移動支援（個別給付） 

  屋外での移動に困難がある障がい者に対しヘルパーを派遣し、外出を支援している。 

イ 視覚障がい者ガイドヘルパーの派遣 

重度の視覚障がい者が病院や公的機関等に外出する場合、付き添いがないと外出が困難な際に、昭和54年度からガ

イドヘルパーを派遣している。 

⑦ 訪問入浴サービス事業 

65歳未満の在宅の重度の身体障がい者に対し、入浴車を派遣し、家庭での入浴サービスを行っている。 
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⑧ 障がい者自立支援訓練事業 

福祉ホーム県立ふれあいの家に入居している重度の障がい者に対し、介助サービス及び自立のための訓練を行ってい

る。 

  ⑨ 日中短期入所事業 

    介護者が疾病等の理由により介護ができない場合、障がい者（児）に対し、施設等において（宿泊を伴わない一時預

かりに限る）食事等の介護サービスを提供している。 

⑩ 心身障がい児機能訓練教室への助成 

心身障がい児を対象に、その保護者やボランティアの団体が行う機能訓練教室に対し、補助金を交付している。 

⑪ 障がい者スポーツ大会等への助成 

機能の回復と体力の維持増強を図り、自立更生の意欲を高め、明るい社会づくりに寄与するため、「山形市障がい者ス

ポーツ大会」に対し補助金を交付している。平成６年度からは「水泳競技大会」にも交付している。 

 ⑫ 身体障がい者自動車運転免許取得費助成 

身体障がい者の職域の拡充、生活圏の拡大を図るため、運転免許取得に要した経費の一部を助成している。 

⑬ 身体障がい者用自動車改造費助成・重度身体障がい者介護用車両改造費助成 

肢体不自由者の社会参加、社会復帰を図るため、自動車の改造に要する費用の一部を助成している。また、車いすの

使用に配慮した自動車へ改造または購入する費用の一部を助成している。 

 

３ 障がい者手当等 

⑴ 特別障がい者手当 

重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態の20歳以上の在宅の障がい者に手当を支

給している。（月額27,350円(令和２年４月～)所得制限あり）  

令和２年度支給実績 92,906,450円（令和３年３月末現在 280人） 

⑵ 障がい児福祉手当 

著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態の20歳未満の在宅の障がい児に手

当を支給している。（月額14,880円(令和２年４月～)所得制限あり） 

令和２年度支給実績 26,564,460円（令和３年３月末現在 160人） 

⑶ 福祉手当（経過措置） 

20歳以上で従来の福祉手当受給資格者のうち、特別障がい者手当の支給要件に該当せず、障がい基礎年金も支給されな

い障がい者に手当を支給している。（月額14,880円(令和２年４月～)所得制限あり） 

令和２年度支給実績 356,760円（令和３年３月末現在 ２人） 

⑷ 特別児童扶養手当受付 

心身に障がいをもつ児童を養育している者の福祉の増進を図るための手当（所得制限あり）の受付事務を行っている。 

20歳未満の児童１人につき月額（令和２年４月～）      支給対象児童数（令和３年３月分受給対象児） 

１級  52,500円                     １級該当者 155人 

２級  34,970円                     ２級該当者 439人 

⑸ 山形市重度心身障がい者福祉手当 

公的年金などを受給していない20歳以上の重度の身体障がい者・知的障がい者、及び65歳以上のねたきり高齢者を扶養

している者に対して、昭和46年度から重度心身障がい者福祉手当を支給している。昭和49年度及び昭和52年度に各々1,000

円増額した。（障がい者１人につき 月額4,000円） 

令和２年度支給実績 700,000円（15人） 

⑹ 山形市重度心身障がい児福祉手当 

特別児童扶養手当などを所得制限によって受給できない保護者を対象として、昭和43年度から重度心身障がい児童福祉

手当を支給している。（障がい児１人につき 月額4,000円） 

令和２年度支給実績 192,000円（４人） 

⑺ 山形市重度障がい者介護者激励金 

在宅で全面介助が必要な20歳以上65歳未満の重度障がい者を、６カ月以上介護している方に激励金を支給している。 

（年額50,000円以内） 

令和２年度支給実績 3,000,000円（60人） 

 

地 域 福 祉（生活福祉課） 
 
 
我が事・丸ごと地域づくり推進モデル事業 

⑴ 地域の様々な相談の受け止め・地域づくり事業 （地域力強化推進モデル事業） 

（平成29年10月から実施） 

   集会所等を活用し、地域住民等が相互に交流を図ることができる活動拠点を設置。活動拠点において、地域住民等が地

域生活課題を自らの課題として主体的に捉え、解決を試みることができる体制を構築する取組を行う。 

○令和２年度実績 21 地区 23 拠点 

地区名 活動拠点 事業開催数 相談件数 

第 六 南栄町会館 277 148 

第 十 やよい集会所 417 409 

鈴 川 鈴川コニュニティセンター 61 36 

第 二 双葉公民館 245 92 

第 三 北部公民館 470 38 

第 八 東部公民館 125 15 

椹 沢 椹沢コミュニティセンター 38 28 

出 羽 ２３区幸町公民館 76 44 

東 沢 東沢コミュニティセンター 127 51 

南沼原 南館ふれあい会館 87 33 

村木沢 村木沢コミュニティセンター 93 24 

第 一 山形まなび館 145 118 

第 四 小橋町公民館 188 110 

第 五 福祉文化センター 143 64 

第 七 肴町一区公民館 143 27 

飯 塚 飯塚コミュニティセンター 73 75 

金 井 金井コミュニティセンター 106 95 

明 治 明治コミュニティセンター 56 4 

蔵 王 成沢公民館 57 13 

滝 山 鳥居ヶ丘集会所 140 74 

南山形 南山形コミュニティセンター 53 40 

第 十 

(2 拠点目) 
第十地区福祉会館 51 30 

鈴 川 

(2 拠点目) 
印役連合集会所 52 0 

 

⑵ 多機関の協働による包括的支援体制構築事業 （地域福祉相談支援体制構築モデル事業） 

（平成28年９月から実施） 

   相談機関や他分野間との連携・調整を図り、適切な支援が受けられるようコーディネートする「福祉まるごと相談員」

を配置し、複合的な課題や制度の狭間の問題を横断的・包括的に把握・整理し、適切な支援を受けられる体制を構築する

取組を行う。 

   ○令和２年度実績 相談支援件数 281 件 
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⑧ 障がい者自立支援訓練事業 

福祉ホーム県立ふれあいの家に入居している重度の障がい者に対し、介助サービス及び自立のための訓練を行ってい

る。 

  ⑨ 日中短期入所事業 

    介護者が疾病等の理由により介護ができない場合、障がい者（児）に対し、施設等において（宿泊を伴わない一時預

かりに限る）食事等の介護サービスを提供している。 

⑩ 心身障がい児機能訓練教室への助成 

心身障がい児を対象に、その保護者やボランティアの団体が行う機能訓練教室に対し、補助金を交付している。 

⑪ 障がい者スポーツ大会等への助成 

機能の回復と体力の維持増強を図り、自立更生の意欲を高め、明るい社会づくりに寄与するため、「山形市障がい者ス

ポーツ大会」に対し補助金を交付している。平成６年度からは「水泳競技大会」にも交付している。 

 ⑫ 身体障がい者自動車運転免許取得費助成 

身体障がい者の職域の拡充、生活圏の拡大を図るため、運転免許取得に要した経費の一部を助成している。 

⑬ 身体障がい者用自動車改造費助成・重度身体障がい者介護用車両改造費助成 

肢体不自由者の社会参加、社会復帰を図るため、自動車の改造に要する費用の一部を助成している。また、車いすの

使用に配慮した自動車へ改造または購入する費用の一部を助成している。 

 

３ 障がい者手当等 

⑴ 特別障がい者手当 

重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態の20歳以上の在宅の障がい者に手当を支

給している。（月額27,350円(令和２年４月～)所得制限あり）  

令和２年度支給実績 92,906,450円（令和３年３月末現在 280人） 

⑵ 障がい児福祉手当 

著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別な介護を必要とする状態の20歳未満の在宅の障がい児に手

当を支給している。（月額14,880円(令和２年４月～)所得制限あり） 

令和２年度支給実績 26,564,460円（令和３年３月末現在 160人） 

⑶ 福祉手当（経過措置） 

20歳以上で従来の福祉手当受給資格者のうち、特別障がい者手当の支給要件に該当せず、障がい基礎年金も支給されな

い障がい者に手当を支給している。（月額14,880円(令和２年４月～)所得制限あり） 

令和２年度支給実績 356,760円（令和３年３月末現在 ２人） 

⑷ 特別児童扶養手当受付 

心身に障がいをもつ児童を養育している者の福祉の増進を図るための手当（所得制限あり）の受付事務を行っている。 

20歳未満の児童１人につき月額（令和２年４月～）      支給対象児童数（令和３年３月分受給対象児） 

１級  52,500円                     １級該当者 155人 

２級  34,970円                     ２級該当者 439人 

⑸ 山形市重度心身障がい者福祉手当 

公的年金などを受給していない20歳以上の重度の身体障がい者・知的障がい者、及び65歳以上のねたきり高齢者を扶養

している者に対して、昭和46年度から重度心身障がい者福祉手当を支給している。昭和49年度及び昭和52年度に各々1,000

円増額した。（障がい者１人につき 月額4,000円） 

令和２年度支給実績 700,000円（15人） 

⑹ 山形市重度心身障がい児福祉手当 

特別児童扶養手当などを所得制限によって受給できない保護者を対象として、昭和43年度から重度心身障がい児童福祉

手当を支給している。（障がい児１人につき 月額4,000円） 

令和２年度支給実績 192,000円（４人） 

⑺ 山形市重度障がい者介護者激励金 

在宅で全面介助が必要な20歳以上65歳未満の重度障がい者を、６カ月以上介護している方に激励金を支給している。 

（年額50,000円以内） 

令和２年度支給実績 3,000,000円（60人） 

 

地 域 福 祉（生活福祉課） 
 
 
我が事・丸ごと地域づくり推進モデル事業 

⑴ 地域の様々な相談の受け止め・地域づくり事業 （地域力強化推進モデル事業） 

（平成29年10月から実施） 

   集会所等を活用し、地域住民等が相互に交流を図ることができる活動拠点を設置。活動拠点において、地域住民等が地

域生活課題を自らの課題として主体的に捉え、解決を試みることができる体制を構築する取組を行う。 

○令和２年度実績 21 地区 23 拠点 

地区名 活動拠点 事業開催数 相談件数 

第 六 南栄町会館 277 148 

第 十 やよい集会所 417 409 

鈴 川 鈴川コニュニティセンター 61 36 

第 二 双葉公民館 245 92 

第 三 北部公民館 470 38 

第 八 東部公民館 125 15 

椹 沢 椹沢コミュニティセンター 38 28 

出 羽 ２３区幸町公民館 76 44 

東 沢 東沢コミュニティセンター 127 51 

南沼原 南館ふれあい会館 87 33 

村木沢 村木沢コミュニティセンター 93 24 

第 一 山形まなび館 145 118 

第 四 小橋町公民館 188 110 

第 五 福祉文化センター 143 64 

第 七 肴町一区公民館 143 27 

飯 塚 飯塚コミュニティセンター 73 75 

金 井 金井コミュニティセンター 106 95 

明 治 明治コミュニティセンター 56 4 

蔵 王 成沢公民館 57 13 

滝 山 鳥居ヶ丘集会所 140 74 

南山形 南山形コミュニティセンター 53 40 

第 十 

(2 拠点目) 
第十地区福祉会館 51 30 

鈴 川 

(2 拠点目) 
印役連合集会所 52 0 

 

⑵ 多機関の協働による包括的支援体制構築事業 （地域福祉相談支援体制構築モデル事業） 

（平成28年９月から実施） 

   相談機関や他分野間との連携・調整を図り、適切な支援が受けられるようコーディネートする「福祉まるごと相談員」

を配置し、複合的な課題や制度の狭間の問題を横断的・包括的に把握・整理し、適切な支援を受けられる体制を構築する

取組を行う。 

   ○令和２年度実績 相談支援件数 281 件 
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福 祉 施 設 
 
 

１ 山形市総合福祉センター（生活福祉課） 

目   的  高齢者、障がい児者、児童、ボランティア団体、女性等すべての市民が利用でき、互いに交流を深めても

らうため設置。「福祉情報の交換、収集、発信の基地」として、本市の福祉活動を推進するための拠点とし

て大きな役割を果たしている。 

沿   革  平成７年11月 竣工（温泉付き、平成６年７月着工） 

平成８年２月 事業開始 

施   設  所 在 地  山形市城西町二丁目２番22号（霞城公民館北隣） 

      設 置 主 体  山形市 

      管 理 運 営  指定管理 指定管理者 社会福祉法人 山形市社会福祉協議会 

      敷 地 面 積  10,600㎡ 

      建 物 面 積  3,442.716㎡ 

      建 物 構 造  鉄筋鉄骨５階建（１～３階総合福祉センター） 

入浴棟、体育ホールは別棟 

建設工事費  約35億円 

建物の内容  １Ｆ センター事務室、高齢者福祉室、会議研修室、児童遊戯室 

交流ロビー、軽食喫茶コーナー、授産品展示即売コーナー 

福祉機器展示コーナー、一般浴室、身体障がい者用浴室 

体育ホール、福祉まるごと相談窓口 

２Ｆ 事務室、ホームヘルパー室、交流ホール、資料図書コーナー 

ボランティアセンター、ふれあい総合相談所（相談室） 

３Ｆ 会議研修室 

 

２ 山形市福祉文化センター 

沿   革  山形市民の福祉と文化の拠点として、心身障がい者や高齢者、働く女性の福祉の増進及び市街地東部地区

民の文化向上を図る目的で、山形市小白川町二丁目（旧市立一中跡地）に山形市総合福祉センター（仮称）

として、昭和54年５月に着工し、昭和55年３月に竣工、昭和55年５月１日に山形市福祉文化センターとし

てオープンした。 

所 在 地  山形市小白川町二丁目３番47号 

施設の概要  福祉文化センターは、次の４つの施設からなっている。 

○身体障害者福祉センター「希望の家」 

山形市の在宅心身障がい者に対して機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーショ

ンのための便宜を供与し、福祉の増進を図ることを目的とする。 

１階の一部  556.47㎡ 

作業訓練室、機能回復訓練室、集会室、相談室等 

○老人福祉センター「小白川やすらぎ荘」 

山形市の高齢者に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を供与し、福

祉の増進を図ることを目的とする。 

２階の一部  789.73㎡ 

研修室（和・洋）、娯楽教養室、機能回復訓練室、相談室等 

○働く女性の家 

山形市の働く女性及び勤労者家庭の主婦に対して職業、生活及び家庭生活に必要な指導、講習、実習

を行い、並びに休養、レクリエーションのための便宜を供与し、福祉の増進を図ることを目的とする。 

３階の一部  982.79㎡ 

料理実習室、講習室（和・洋）、軽運動室、託児室、談話ホール等 

○東部公民館 

地域住民の教養の向上、健康の増進、生活文化の振興、社会福祉の増進を図ることを目的とする。 

１階～３階の一部  1,428.15㎡ 

学習室（Ａ・Ｂ）、講堂、実習室、展示ホール、図書室（市立図書館東部分館）等 

○増築施設（平成２年６月竣工） 

四施設共用   １階～２階  1,197.29㎡ 

大講堂、屋内ゲートボール場（15ｍ×20ｍ－コート） 

建設の概要  敷 地 面 積  4,926.95㎡ 

建物の面積  （延）4,954.43㎡（内増築分1,197.29㎡） 

構   造  鉄骨鉄筋コンクリート造  ３階建（一部４階） 

総 工 費  763,141,000円（内増築分196,141,000円） 

 

 

山 形 市 内 福 祉 施 設 一 覧 表 

（令和３年４月１日現在）  

施設 

№ 
施 設 名 所  在  地 関 係 法 種  別 経営主体 

事業開始 
年  月 

定員 電 話 

1 あ た ご 荘 大字岩波５ 老人福祉法 養護老人ホ-ム 市社会福祉事業団 昭 21.10 100 622-4570 

2 養護(盲)老人ホ-ム山静寿 大字沼木字下河原1133－１ 〃 〃 社会福祉法人 平 26. 4 50 645-8300 

3 
特別養護老人ホーム

愛 日 荘 
大字妙見寺４ 

老人福祉法 

介護保険法 

特別養護老人ホーム 

介護老人福祉施設 
〃 昭 55. 4 90 632-2791 

4 
指定介護老人福祉施設

み こ こ ろ の 園 
大字沼木字下河原1129－１ 〃 〃 〃 58. 4 84 644-7571 

5 
指定介護老人福祉施設
な が ま ち 荘 

長町751 〃 〃 〃 平 2. 7 80 684-2391 

6 
特別養護老人ホーム
蔵 王 や す ら ぎ の 里 

蔵王上野920 〃 〃 〃 5. 4 50 688-7022 

7 
指定介護老人福祉施設
菅 沢 荘 

すげさわの丘46 〃 〃 市社会福祉事業団 8. 3 80 646-1160 

8 
特別養護老人ホーム
い き い き の 郷 

大字成安425－２ 〃 〃 社会福祉法人   9. 4 100 681-4765 

9 
特別養護老人ホーム
と か み 共 生 苑 

富神前６ 〃 〃 〃 9.11 80 646-5050 

10 
特別養護老人ホーム
サ ン シ ャ イ ン 大 森 

大字大森2139－１ 〃 〃 〃 平10.12 90 685-1225 

11 
特別養護老人ホーム
七 日 町 こ ま く さ 園 

七日町四丁目５－20 〃 〃 〃 11. 7 80 628-6000 

12 
特別養護老人ホーム

な ご み の 里 
吉原三丁目10－８ 〃 〃 〃 14. 3 90 647-8871 

13 
六 日 町 あ い あ い 
特別養護老人ホーム 

六日町２－７ 〃 〃 〃 16. 9 80 641-8421 

14 
特別養護老人ホーム
山 静 寿 

大字沼木字下河原1133－１ 〃  〃 〃 23. 4 100 646-3410 

15 
特別養護老人ホーム
さ く ら ホ ー ム 山 形 

嶋北三丁目14－24 〃 〃 〃 24．4 80 674-7303 

16 
特別養護老人ホーム

み は ら し の 丘 
みはらしの丘四丁目15－３ 〃 〃 〃 24．4 80 688-3854 

17 
特別養護老人ホーム
福 寿 乃 郷 

飯田二丁目７－30 〃 〃 〃 25．5 100 625-5212 

18 や す ら ぎ の 里 金 井 大字内表東１ 〃 

特別養護老人ホーム 
地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活
介護 

〃 19. 5 29 681-5711 

19 
特別養護老人ホーム
鈴 川 敬 寿 園 

大野目二丁目２－67 〃 〃 〃 20. 4 29 666-8100 

20 
特別養護老人ホーム
滝 山 な ご み の 里 

東青田二丁目６－４ 〃 〃 〃 21. 4 29 673-0681 

21 
特別養護老人ホーム
飯 塚 な ご み の 里 

飯塚町字宮浦1447－４ 〃 〃 〃 22. 4 29 679-5021 

22 
小規模特別養護老人ホーム 

福 寿 草 小 荷 駄 町 
小荷駄町12－46 〃 〃 〃 23．4 29 666-6517 

23 
特別養護老人ホーム
ち と せ ノ 杜 

落合町205 〃 〃 〃 23．4 29 634-5525 

24 ユトリアケアセンターかすみ 香澄町二丁目３－32 〃 〃 〃 24．4 29 625-1294 
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福 祉 施 設 
 
 

１ 山形市総合福祉センター（生活福祉課） 

目   的  高齢者、障がい児者、児童、ボランティア団体、女性等すべての市民が利用でき、互いに交流を深めても

らうため設置。「福祉情報の交換、収集、発信の基地」として、本市の福祉活動を推進するための拠点とし

て大きな役割を果たしている。 

沿   革  平成７年11月 竣工（温泉付き、平成６年７月着工） 

平成８年２月 事業開始 

施   設  所 在 地  山形市城西町二丁目２番22号（霞城公民館北隣） 

      設 置 主 体  山形市 

      管 理 運 営  指定管理 指定管理者 社会福祉法人 山形市社会福祉協議会 

      敷 地 面 積  10,600㎡ 

      建 物 面 積  3,442.716㎡ 

      建 物 構 造  鉄筋鉄骨５階建（１～３階総合福祉センター） 

入浴棟、体育ホールは別棟 

建設工事費  約35億円 

建物の内容  １Ｆ センター事務室、高齢者福祉室、会議研修室、児童遊戯室 

交流ロビー、軽食喫茶コーナー、授産品展示即売コーナー 

福祉機器展示コーナー、一般浴室、身体障がい者用浴室 

体育ホール、福祉まるごと相談窓口 

２Ｆ 事務室、ホームヘルパー室、交流ホール、資料図書コーナー 

ボランティアセンター、ふれあい総合相談所（相談室） 

３Ｆ 会議研修室 

 

２ 山形市福祉文化センター 

沿   革  山形市民の福祉と文化の拠点として、心身障がい者や高齢者、働く女性の福祉の増進及び市街地東部地区

民の文化向上を図る目的で、山形市小白川町二丁目（旧市立一中跡地）に山形市総合福祉センター（仮称）

として、昭和54年５月に着工し、昭和55年３月に竣工、昭和55年５月１日に山形市福祉文化センターとし

てオープンした。 

所 在 地  山形市小白川町二丁目３番47号 

施設の概要  福祉文化センターは、次の４つの施設からなっている。 

○身体障害者福祉センター「希望の家」 

山形市の在宅心身障がい者に対して機能訓練、教養の向上、社会との交流の促進及びレクリエーショ

ンのための便宜を供与し、福祉の増進を図ることを目的とする。 

１階の一部  556.47㎡ 

作業訓練室、機能回復訓練室、集会室、相談室等 

○老人福祉センター「小白川やすらぎ荘」 

山形市の高齢者に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を供与し、福

祉の増進を図ることを目的とする。 

２階の一部  789.73㎡ 

研修室（和・洋）、娯楽教養室、機能回復訓練室、相談室等 

○働く女性の家 

山形市の働く女性及び勤労者家庭の主婦に対して職業、生活及び家庭生活に必要な指導、講習、実習

を行い、並びに休養、レクリエーションのための便宜を供与し、福祉の増進を図ることを目的とする。 

３階の一部  982.79㎡ 

料理実習室、講習室（和・洋）、軽運動室、託児室、談話ホール等 

○東部公民館 

地域住民の教養の向上、健康の増進、生活文化の振興、社会福祉の増進を図ることを目的とする。 

１階～３階の一部  1,428.15㎡ 

学習室（Ａ・Ｂ）、講堂、実習室、展示ホール、図書室（市立図書館東部分館）等 

○増築施設（平成２年６月竣工） 

四施設共用   １階～２階  1,197.29㎡ 

大講堂、屋内ゲートボール場（15ｍ×20ｍ－コート） 

建設の概要  敷 地 面 積  4,926.95㎡ 

建物の面積  （延）4,954.43㎡（内増築分1,197.29㎡） 

構   造  鉄骨鉄筋コンクリート造  ３階建（一部４階） 

総 工 費  763,141,000円（内増築分196,141,000円） 

 

 

山 形 市 内 福 祉 施 設 一 覧 表 

（令和３年４月１日現在）  

施設 

№ 
施 設 名 所  在  地 関 係 法 種  別 経営主体 

事業開始 
年  月 

定員 電 話 

1 あ た ご 荘 大字岩波５ 老人福祉法 養護老人ホ-ム 市社会福祉事業団 昭 21.10 100 622-4570 

2 養護(盲)老人ホ-ム山静寿 大字沼木字下河原1133－１ 〃 〃 社会福祉法人 平 26. 4 50 645-8300 

3 
特別養護老人ホーム

愛 日 荘 
大字妙見寺４ 

老人福祉法 

介護保険法 

特別養護老人ホーム 

介護老人福祉施設 
〃 昭 55. 4 90 632-2791 

4 
指定介護老人福祉施設

み こ こ ろ の 園 
大字沼木字下河原1129－１ 〃 〃 〃 58. 4 84 644-7571 

5 
指定介護老人福祉施設
な が ま ち 荘 

長町751 〃 〃 〃 平 2. 7 80 684-2391 

6 
特別養護老人ホーム
蔵 王 や す ら ぎ の 里 

蔵王上野920 〃 〃 〃 5. 4 50 688-7022 

7 
指定介護老人福祉施設
菅 沢 荘 

すげさわの丘46 〃 〃 市社会福祉事業団 8. 3 80 646-1160 

8 
特別養護老人ホーム
い き い き の 郷 

大字成安425－２ 〃 〃 社会福祉法人   9. 4 100 681-4765 

9 
特別養護老人ホーム
と か み 共 生 苑 

富神前６ 〃 〃 〃 9.11 80 646-5050 

10 
特別養護老人ホーム
サ ン シ ャ イ ン 大 森 

大字大森2139－１ 〃 〃 〃 平10.12 90 685-1225 

11 
特別養護老人ホーム
七 日 町 こ ま く さ 園 

七日町四丁目５－20 〃 〃 〃 11. 7 80 628-6000 

12 
特別養護老人ホーム

な ご み の 里 
吉原三丁目10－８ 〃 〃 〃 14. 3 90 647-8871 

13 
六 日 町 あ い あ い 
特別養護老人ホーム 

六日町２－７ 〃 〃 〃 16. 9 80 641-8421 

14 
特別養護老人ホーム
山 静 寿 

大字沼木字下河原1133－１ 〃  〃 〃 23. 4 100 646-3410 

15 
特別養護老人ホーム
さ く ら ホ ー ム 山 形 

嶋北三丁目14－24 〃 〃 〃 24．4 80 674-7303 

16 
特別養護老人ホーム

み は ら し の 丘 
みはらしの丘四丁目15－３ 〃 〃 〃 24．4 80 688-3854 

17 
特別養護老人ホーム
福 寿 乃 郷 

飯田二丁目７－30 〃 〃 〃 25．5 100 625-5212 

18 や す ら ぎ の 里 金 井 大字内表東１ 〃 

特別養護老人ホーム 
地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活
介護 

〃 19. 5 29 681-5711 

19 
特別養護老人ホーム
鈴 川 敬 寿 園 

大野目二丁目２－67 〃 〃 〃 20. 4 29 666-8100 

20 
特別養護老人ホーム
滝 山 な ご み の 里 

東青田二丁目６－４ 〃 〃 〃 21. 4 29 673-0681 

21 
特別養護老人ホーム
飯 塚 な ご み の 里 

飯塚町字宮浦1447－４ 〃 〃 〃 22. 4 29 679-5021 

22 
小規模特別養護老人ホーム 

福 寿 草 小 荷 駄 町 
小荷駄町12－46 〃 〃 〃 23．4 29 666-6517 

23 
特別養護老人ホーム
ち と せ ノ 杜 

落合町205 〃 〃 〃 23．4 29 634-5525 

24 ユトリアケアセンターかすみ 香澄町二丁目３－32 〃 〃 〃 24．4 29 625-1294 
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施設 

№ 
施 設 名 所  在  地 関 係 法 種  別 経営主体 

事業開始 
年  月 

定員 電 話 

25 
小規模特別養護老人ホーム 
「あっぷるの里久保田」 

久保田一丁目７－７ 
老人福祉法 
介護保険法 

特別養護老人ホーム 
地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活
介護 

社会福祉法人 24．4 29 647-6330 

26 
特別養護老人ホーム
沼 木 敬 寿 園 

大字沼木68－１ 〃 〃 〃 24．4 29 674-9881 

27 
小規模特別養護老人ホーム 
み こ こ ろ の 園 南 山 形 

大字松原779－１ 〃 〃 〃 26. 4 29 665-1122 

28 
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 

べ に は な ノ 杜 
大字大森853 〃 〃 〃 26. 4 29 665-0316 

29 
小規模特別養護老人ホーム 
東 部 の 郷 

松波三丁目４－５ 〃 〃 〃 26. 4 29 664-3851 

30 
地域密着型特別養護老人ホーム 
サ ン シ ャ イ ン 大 森 

大字大森2139－１ 〃 〃 〃 26. 4 20 685-1225 

31 
小規模特別養護老人ホーム 
大 曽 根 

大字上反田811－１ 〃 〃 〃 27. 4 29 674-7741 

32 
特別養護老人ホーム

せ ん 寿 ノ 杜 
大字漆山字住吉715 〃 〃 〃 27. 4 29 674-8388 

33 
ユト リア ケア セ ンタ ー 
な り さ わ 

成沢西四丁目２－20 〃 〃 〃 27．4 29 674-7150 

34 
特別養護老人ホーム
あ か し や 共 生 苑 

桧町三丁目４－17 〃 〃 〃 30．7 29 674-7777 

35 
軽費老人ホーム(A型) 

蔵 王 や す ら ぎ の 里 
蔵王上野920 

老人福祉法 
社会福祉法 軽費老人ホームＡ型 〃 昭 60.4 50 688-6266 

36 
軽費老人ホームケアハウス 
敬 寿 園 

大字妙見寺500－１ 〃 軽費老人ホ-ム（ｹｱﾊｳｽ） 〃 平  7. 4 50 634-2020 

37 
ケ ア ハ ウ ス 

い き い き の 郷 
大字成安425－２ 〃 〃 〃  9. 4 50 681-3088 

38 漆 山 や す ら ぎ 荘 大字漆山字月山堂818 老人福祉法 老人福祉センタ-(Ｂ型) 市社会福祉協議会 昭 56. 4 － 686-5567 

39 大 曽 根 さ わ や か 荘 並柳47 〃 老人福祉センタ-(Ａ型) 大曽根さわやか荘福祉の会  平 元. 7 － 644-0016 

40 鈴 川 こ と ぶ き 荘 下山家町字下宿81－５ 〃 〃 市社会福祉協議会 元. 9 － 625-3251 

442 黒 沢 い こ い 荘 大字黒沢字中川原541 〃 〃 社会福祉法人 14.10 － 688-9060 

43 す げ さ わ の 丘 すげさわの丘727－47 障害者総合支援法 障害者支援施設 〃 4.10 60 643-6160 

44 い き い き の 郷 大字成安425－２ 〃 〃 〃 9. 4 50 681-4765 

45 山形県リハビリセンタ- 大字大森385 〃 〃 〃 昭 43. 4 70 686-3722 

46 向 陽 園 大字長谷堂字川原4687 〃 〃 〃 61. 4 40 688-5883 

47 山形市総合福祉センター 城西町二丁目２－22 － － 市社会福祉協議会 平  8. 2 － 645-9230 

48 福 祉 文 化 
セ ン タ ー 

小白川やすらぎ荘 
小白川町二丁目３－47 

老人福祉法 老人福祉センター(Ａ型) 市 55. 5 － 642-5181 

49 希 望 の 家 身障者福祉法 身障者福祉センター(Ｂ型) 〃 55. 5 －  

50 
ま ん さ く 

の 丘 

こ ま く さ 
学 園 

蔵王半郷1366－２ 

児童福祉法 児童発達支援センター 市社会福祉事業団 昭 33. 4 通30 688-3531 

51 恵 光 園 障害者総合支援法 生 活 介 護 事 業 所 〃 58. 9 通40  

52 蔵王通勤寮 〃 宿泊型自立訓練事業所 〃 60. 4 20  

53 
介 護 老 人 保 健 施 設 
サ ニ ー ヒ ル 菅 沢 

すげさわの丘727－20 介護保険法 介 護 老 人 保 健 施 設 財 団 法 人 平  4.12 100 645-8500 

54 
介 護 老 人 保 健 施 設 

さ く ら パ レ ス 
桜田西四丁目３－26 〃 〃 医 療 法 人 7. 5 100 628-3980 

55 
介 護 老 人 保 健 施 設 
フ ロ ー ラ さ い せ い 

沖町79－1 〃 〃 社会福祉法人 8. 4 100 664-1556 

56 
介 護 老 人 保 健 施 設 
サ ニ ー ヒ ル 山 寺 

大字山寺1973－335 〃 〃 財 団 法 人 10. 4 100 667-5010 

57 
介護療養型老人保健施設 
木 の 実 

旅篭町一丁目７－23 〃 〃 医 療 法 人 22. 3 29 679-5172 

58 長岡医院 介護医療院 七日町四丁目５－20 〃 介護医療院 長 岡 医 院 31. 2 18 622-1191 

59 
山形市漆山デイサービスセンター 

通 所 介 護 事 業 所 
大字漆山字月山堂822 

老人福祉法 

介護保険法 

老人デイサービスセンター 
通 所 介 護 
第 一 号 通 所 事 業 

市社会福祉協議会 6. 4 35 686-6363 

施設 

№ 
施 設 名 所  在  地 関 係 法 種  別 経営主体 

事業開始 
年  月 

定員 電 話 

60 
指 定 通 所 介 護 事 業 所 山 形 市 銅 町 
デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 

銅町二丁目19－40 
老人福祉法 
介護保険法 

老人デイサービスセンター 
通 所 介 護 
第 一 号 通 所 事 業 

市社会福祉事業団 14.10 30 615-6440 

61 
指 定 通 所 介 護 事 業 所 山 形 市 菅 沢 
デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 

すげさわの丘46 〃 

老人デイサービスセンター 

通 所 介 護 
認知症対応型通所介護 
第一号通所事業 

〃 8. 3 

通常型

25 
認知症型

10 

646-1168 

62 済生会なでしこ地域包括支援センター 沖町79－１ 介護保険法 地域包括支援センター 社会福祉法人 18. 4 － 681-7450 

63 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 大 森 大字大森2139－１ 〃 〃 〃 18. 4 － 685-1224 

64 地域包括支援センター敬寿会 五十鈴三丁目６－17 〃 〃 〃 18. 4 － 634-2309 

65 たきやま地域包括支援センター 大字岩波５ 〃 〃 〃 18. 4 － 622-4577 

66 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー ふ れ あ い 桜田西４－１－14 〃 〃 医 療 法 人 18. 4 － 628-3988 

67 山形西部地域包括支援センター すげさわの丘46 〃 〃 社会福祉法人 18. 4 － 646-1165 

68 篠田好生会さくら地域包括支援センター 桜町２－68 〃 〃 医 療 法 人 18. 4 － 635-4165 

69 地域包括支援センターかがやき 旅篭町１－７－23 〃 〃 〃 18. 4 － 631-8020 

70 
山 形 市 社 会 福 祉 協 議 会 
霞城北部地域包括支援センター 

城西町２－２－22 〃 〃 社会福祉法人 18. 4 － 645-9070 

71 
山 形 市 社 会 福 祉 協 議 会 
霞城西部地域包括支援センター 

城西町２－２－22 〃 〃 〃 18. 4 － 647-8010 

72 蔵 王 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 蔵王半郷79－７ 〃 〃 〃 19. 4 － 688-8099 

73 済生会愛らんど地域包括支援センター 小白川町２－３－１ 〃 〃 〃 19. 4 － 679-3611 

74 南沼原地域包括支援センター 大字沼木1129－１ 〃 〃 〃 28. 4 － 664-3080 

75 金 井 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 大字陣場903 〃 〃 〃 31. 4 － 664-2181 
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施設 

№ 
施 設 名 所  在  地 関 係 法 種  別 経営主体 

事業開始 
年  月 

定員 電 話 

25 
小規模特別養護老人ホーム 
「あっぷるの里久保田」 

久保田一丁目７－７ 
老人福祉法 
介護保険法 

特別養護老人ホーム 
地域密着型介護老人
福祉施設入所者生活
介護 

社会福祉法人 24．4 29 647-6330 

26 
特別養護老人ホーム
沼 木 敬 寿 園 

大字沼木68－１ 〃 〃 〃 24．4 29 674-9881 

27 
小規模特別養護老人ホーム 
み こ こ ろ の 園 南 山 形 

大字松原779－１ 〃 〃 〃 26. 4 29 665-1122 

28 
特 別 養 護 老 人 ホ ー ム 

べ に は な ノ 杜 
大字大森853 〃 〃 〃 26. 4 29 665-0316 

29 
小規模特別養護老人ホーム 
東 部 の 郷 

松波三丁目４－５ 〃 〃 〃 26. 4 29 664-3851 

30 
地域密着型特別養護老人ホーム 
サ ン シ ャ イ ン 大 森 

大字大森2139－１ 〃 〃 〃 26. 4 20 685-1225 

31 
小規模特別養護老人ホーム 
大 曽 根 

大字上反田811－１ 〃 〃 〃 27. 4 29 674-7741 

32 
特別養護老人ホーム

せ ん 寿 ノ 杜 
大字漆山字住吉715 〃 〃 〃 27. 4 29 674-8388 

33 
ユト リア ケア セ ンタ ー 
な り さ わ 

成沢西四丁目２－20 〃 〃 〃 27．4 29 674-7150 

34 
特別養護老人ホーム
あ か し や 共 生 苑 

桧町三丁目４－17 〃 〃 〃 30．7 29 674-7777 

35 
軽費老人ホーム(A型) 

蔵 王 や す ら ぎ の 里 
蔵王上野920 

老人福祉法 
社会福祉法 軽費老人ホームＡ型 〃 昭 60.4 50 688-6266 

36 
軽費老人ホームケアハウス 
敬 寿 園 

大字妙見寺500－１ 〃 軽費老人ホ-ム（ｹｱﾊｳｽ） 〃 平  7. 4 50 634-2020 

37 
ケ ア ハ ウ ス 

い き い き の 郷 
大字成安425－２ 〃 〃 〃  9. 4 50 681-3088 

38 漆 山 や す ら ぎ 荘 大字漆山字月山堂818 老人福祉法 老人福祉センタ-(Ｂ型) 市社会福祉協議会 昭 56. 4 － 686-5567 

39 大 曽 根 さ わ や か 荘 並柳47 〃 老人福祉センタ-(Ａ型) 大曽根さわやか荘福祉の会  平 元. 7 － 644-0016 

40 鈴 川 こ と ぶ き 荘 下山家町字下宿81－５ 〃 〃 市社会福祉協議会 元. 9 － 625-3251 

442 黒 沢 い こ い 荘 大字黒沢字中川原541 〃 〃 社会福祉法人 14.10 － 688-9060 

43 す げ さ わ の 丘 すげさわの丘727－47 障害者総合支援法 障害者支援施設 〃 4.10 60 643-6160 

44 い き い き の 郷 大字成安425－２ 〃 〃 〃 9. 4 50 681-4765 

45 山形県リハビリセンタ- 大字大森385 〃 〃 〃 昭 43. 4 70 686-3722 

46 向 陽 園 大字長谷堂字川原4687 〃 〃 〃 61. 4 40 688-5883 

47 山形市総合福祉センター 城西町二丁目２－22 － － 市社会福祉協議会 平  8. 2 － 645-9230 

48 福 祉 文 化 
セ ン タ ー 

小白川やすらぎ荘 
小白川町二丁目３－47 

老人福祉法 老人福祉センター(Ａ型) 市 55. 5 － 642-5181 

49 希 望 の 家 身障者福祉法 身障者福祉センター(Ｂ型) 〃 55. 5 －  

50 
ま ん さ く 

の 丘 

こ ま く さ 
学 園 

蔵王半郷1366－２ 

児童福祉法 児童発達支援センター 市社会福祉事業団 昭 33. 4 通30 688-3531 

51 恵 光 園 障害者総合支援法 生 活 介 護 事 業 所 〃 58. 9 通40  

52 蔵王通勤寮 〃 宿泊型自立訓練事業所 〃 60. 4 20  

53 
介 護 老 人 保 健 施 設 
サ ニ ー ヒ ル 菅 沢 

すげさわの丘727－20 介護保険法 介 護 老 人 保 健 施 設 財 団 法 人 平  4.12 100 645-8500 

54 
介 護 老 人 保 健 施 設 

さ く ら パ レ ス 
桜田西四丁目３－26 〃 〃 医 療 法 人 7. 5 100 628-3980 

55 
介 護 老 人 保 健 施 設 
フ ロ ー ラ さ い せ い 

沖町79－1 〃 〃 社会福祉法人 8. 4 100 664-1556 

56 
介 護 老 人 保 健 施 設 
サ ニ ー ヒ ル 山 寺 

大字山寺1973－335 〃 〃 財 団 法 人 10. 4 100 667-5010 

57 
介護療養型老人保健施設 
木 の 実 

旅篭町一丁目７－23 〃 〃 医 療 法 人 22. 3 29 679-5172 

58 長岡医院 介護医療院 七日町四丁目５－20 〃 介護医療院 長 岡 医 院 31. 2 18 622-1191 

59 
山形市漆山デイサービスセンター 

通 所 介 護 事 業 所 
大字漆山字月山堂822 

老人福祉法 

介護保険法 

老人デイサービスセンター 
通 所 介 護 
第 一 号 通 所 事 業 

市社会福祉協議会 6. 4 35 686-6363 

施設 

№ 
施 設 名 所  在  地 関 係 法 種  別 経営主体 

事業開始 
年  月 

定員 電 話 

60 
指 定 通 所 介 護 事 業 所 山 形 市 銅 町 
デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 

銅町二丁目19－40 
老人福祉法 
介護保険法 

老人デイサービスセンター 
通 所 介 護 
第 一 号 通 所 事 業 

市社会福祉事業団 14.10 30 615-6440 

61 
指 定 通 所 介 護 事 業 所 山 形 市 菅 沢 
デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 

すげさわの丘46 〃 

老人デイサービスセンター 

通 所 介 護 
認知症対応型通所介護 
第一号通所事業 

〃 8. 3 

通常型

25 
認知症型

10 

646-1168 

62 済生会なでしこ地域包括支援センター 沖町79－１ 介護保険法 地域包括支援センター 社会福祉法人 18. 4 － 681-7450 

63 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 大 森 大字大森2139－１ 〃 〃 〃 18. 4 － 685-1224 

64 地域包括支援センター敬寿会 五十鈴三丁目６－17 〃 〃 〃 18. 4 － 634-2309 

65 たきやま地域包括支援センター 大字岩波５ 〃 〃 〃 18. 4 － 622-4577 

66 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー ふ れ あ い 桜田西４－１－14 〃 〃 医 療 法 人 18. 4 － 628-3988 

67 山形西部地域包括支援センター すげさわの丘46 〃 〃 社会福祉法人 18. 4 － 646-1165 

68 篠田好生会さくら地域包括支援センター 桜町２－68 〃 〃 医 療 法 人 18. 4 － 635-4165 

69 地域包括支援センターかがやき 旅篭町１－７－23 〃 〃 〃 18. 4 － 631-8020 

70 
山 形 市 社 会 福 祉 協 議 会 
霞城北部地域包括支援センター 

城西町２－２－22 〃 〃 社会福祉法人 18. 4 － 645-9070 

71 
山 形 市 社 会 福 祉 協 議 会 
霞城西部地域包括支援センター 

城西町２－２－22 〃 〃 〃 18. 4 － 647-8010 

72 蔵 王 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 蔵王半郷79－７ 〃 〃 〃 19. 4 － 688-8099 

73 済生会愛らんど地域包括支援センター 小白川町２－３－１ 〃 〃 〃 19. 4 － 679-3611 

74 南沼原地域包括支援センター 大字沼木1129－１ 〃 〃 〃 28. 4 － 664-3080 

75 金 井 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 大字陣場903 〃 〃 〃 31. 4 － 664-2181 
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